
- 7 -

───────────────────────────────────────────

平成27年 壱 岐 市 議 会 定 例 会 ９ 月 会 議 会 議 録（第１日）

───────────────────────────────────────────

議事日程（第１号）

平成27年９月４日 午前10時00分開議

日程第１ 会議録署名議員の指名
１番 赤木 貴尚

２番 土谷 勇二

日程第２ 審議期間の決定 22日間 決定

日程第３ 諸般の報告 議長 報告

日程第４ 行政報告 市長 説明

日程第５ 報告第11号
損害賠償の額の決定に関する専決処分の報

告について
農林水産部長 説明

日程第６ 報告第12号
損害賠償の額の決定に関する専決処分の報

告について
市民部長 説明

日程第７ 報告第13号
平成２６年度公益財団法人壱岐栽培漁業振

興公社に係る経営状況の報告について
農林水産部長 説明

日程第８ 報告第14号
平成２６年度壱岐空港ターミナルビル株式

会社に係る経営状況の報告について
総務部長 説明

日程第９ 報告第15号
平成２６年度株式会社壱岐カントリー倶楽

部に係る経営状況の報告について
企画振興部長 説明

日程第10 報告第16号
平成２６年度一般財団法人壱岐市開発公社

に係る経営状況の報告について
企画振興部長 説明

日程第11 報告第17号
平成２６年度壱岐市財政健全化判断比率及

び資金不足比率の報告について
財政課長 説明

日程第12 議案第61号
平成２６年度壱岐市水道事業会計未処分利

益剰余金の処分について
建設部長 説明

日程第13 議案第62号
壱岐市個人情報保護条例の一部改正につい

て
総務部長 説明

日程第14 議案第63号
壱岐市附属機関設置条例の一部改正につい

て
建設部長 説明

日程第15 議案第64号 壱岐市手数料条例の一部改正について 市民部長 説明

日程第16 議案第65号
平成２７年度壱岐市一般会計補正予算（第

５号）
財政課長 説明

日程第17 議案第66号
平成２７年度壱岐市国民健康保険事業特別

会計補正予算（第１号）
保健環境部長 説明

日程第18 議案第67号
平成２７年度壱岐市介護保険事業特別会計

補正予算（第２号）
保健環境部長 説明
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日程第19 議案第68号
平成２７年度壱岐市簡易水道事業特別会計

補正予算（第２号）
建設部長 説明

日程第20 議案第69号
平成２７年度壱岐市下水道事業特別会計補

正予算（第２号）
建設部長 説明

日程第21 議案第70号
平成２７年度壱岐市三島航路事業特別会計

補正予算（第１号）
総務部長 説明

日程第22 議案第71号
平成２７年度壱岐市農業機械銀行特別会計

補正予算（第１号）
農林水産部長 説明

日程第23 認定第１号
平成２６年度壱岐市一般会計歳入歳出決算

認定について
財政課長 説明

日程第24 認定第２号
平成２６年度壱岐市国民健康保険事業特別

会計歳入歳出決算認定について
保健環境部長 説明

日程第25 認定第３号
平成２６年度壱岐市後期高齢者医療事業特

別会計歳入歳出決算認定について
保健環境部長 説明

日程第26 認定第４号
平成２６年度壱岐市介護保険事業特別会計

歳入歳出決算認定について
保健環境部長 説明

日程第27 認定第５号
平成２６年度壱岐市簡易水道事業特別会計

歳入歳出決算認定について
建設部長 説明

日程第28 認定第６号
平成２６年度壱岐市下水道事業特別会計歳

入歳出決算認定について
建設部長 説明

日程第29 認定第７号
平成２６年度壱岐市特別養護老人ホーム事

業特別会計歳入歳出決算認定について
市民部長 説明

日程第30 認定第８号
平成２６年度壱岐市三島航路事業特別会計

歳入歳出決算認定について
総務部長 説明

日程第31 認定第９号
平成２６年度壱岐市農業機械銀行特別会計

歳入歳出決算認定について
農林水産部長 説明

日程第32 認定第10号
平成２６年度壱岐市病院事業会計決算認定

について
保健環境部長 説明

日程第33 認定第11号
平成２６年度壱岐市水道事業会計決算認定

について
建設部長 説明

日程第34 陳情第２号
外国人の扶養控除制度の見直しを求める意

見書の採択を求める陳情
資料のとおり

日程第35 要望第４号

長崎県リプレイス事業支援の早期適用によ

り、福岡・壱岐・対馬航路における、生活

物資・医療器材等の安定輸送と運賃低減化

にご支援・ご協力を求める要望

資料のとおり

──────────────────────────────

本日の会議に付した事件

（議事日程第１号に同じ）

──────────────────────────────

出席議員（15名）

１番 赤木 貴尚君 ２番 土谷 勇二君
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３番 呼子 好君 ４番 音嶋 正吾君

６番 町田 正一君 ７番 今西 菊乃君

８番 市山 和幸君 ９番 田原 輝男君

10番 豊坂 敏文君 11番 中田 恭一君

12番 久間 進君 13番 市山 繁君

14番 牧永 護君 15番 深見 義輝君

16番 鵜瀬 和博君

──────────────────────────────

欠席議員（１名）

５番 小金丸益明君

──────────────────────────────

欠 員（なし）

──────────────────────────────

事務局出席職員職氏名

事務局長 川原 裕喜君 事務局次長 吉井 弘二君

事務局書記 若宮 廣祐君

──────────────────────────────

説明のため出席した者の職氏名

市長 …………………… 白川 博一君 副市長 ………………… 中原 康壽君

副市長 ………………… 笹原 直記君 教育長 ………………… 久保田良和君

総務部長 ……………… 眞鍋 陽晃君 企画振興部長 ………… 左野 健治君

市民部長 ……………… 堀江 敬治君 保健環境部長 ………… 土谷 勝君

建設部長 ……………… 原田憲一郎君 農林水産部長 ………… 大久保敏範君

教育次長 ……………… 山口 信幸君 消防本部消防長 ……… 安永 雅博君

総務課長 ……………… 久間 博喜君 財政課長 ……………… 西原 辰也君

会計管理者 …………… 平田恵利子君 監査委員 ……………… 吉田 泰夫君

──────────────────────────────

午前10時00分開議

○議長（鵜瀬 和博君） 皆さん、おはようございます。会議に入る前にあらかじめ御報告いたし

ます。壱岐新聞社ほか４名の方から報道取材のため撮影機器等の使用の申し出があり、許可をい

たしておりますので、御了承願います。

今期定例会におきましても、夏の省エネ対策の一環としてクールビズを実施いたします。議場
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での服装につきましては、上着、ネクタイの着用は各位の判断に任せることとしておりますので、

よろしくお願いいたします。

小金丸益明議員から欠席の届け出があっております。

ただいまの出席議員は１５名であり、定足数に達しております。ただいまから平成２７年壱岐

市議会定例会９月会議を開きます。

議事に入る前に笹原副市長から発言の申し出があっておりますので、これを許します。笹原副

市長。

〔副市長（笹原 直記君） 登壇〕

○副市長（笹原 直記君） 皆様、おはようございます。このたび議員各位の御高配を賜り、また

御同意をいただきまして、９月１日付で壱岐市の副市長職を拝命いたしました笹原直記と申しま

す。私は、昭和５０年１０月１６日、東京都葛飾生まれであります。早稲田大学卒業後、

１９９９年に外務省に入省しました。外務省入省後初めて外務省以外で勤務する機会をここ壱岐

で与えられましたことを大変に光栄に感じております。主に企画振興部の職務を担当してまいり

ます。地方創生という大きな課題に取り組んでまいります。その過程で白川市長を支え、中原副

市長、久保田教育長とスクラムを組み、三銃士から四銃士として、三本の矢からこれからは四本

の矢として、さらには職員と一体となって職務に邁進してまいりたいと存じております。

また、職務とは別に、壱岐在住の若い方々と、また機会が許す限り、この緑と水と資源に恵ま

れた壱岐の島以外で暮らす壱岐出身の若かい方々と懇談をして、切磋琢磨する機会を設けてまい

りたいと思っております。

議員各位の御指導、そして市民皆様の御理解を得まして、職務を邁進してまいりたいと思いま

すので、どうぞよろしくお願いします。

簡単ではございますが、私の御挨拶とさせていただきます。御清聴ありがとうございました。

〔副市長（笹原 直記君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） 笹原副市長におかれましては、市民の負託に応えるように手腕を十分発

揮されまして頑張っていただきたいと思います。

これより本日の会議を開きます。

────────────・────・────────────

日程第１．会議録署名議員の指名

○議長（鵜瀬 和博君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

９月会議の会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、１番、赤木貴尚議員、２番、

土谷勇二議員を指名いたします。

────────────・────・────────────



- 11 -

日程第２．審議期間の決定

○議長（鵜瀬 和博君） 日程第２、審議期間の決定を議題といたします。

９月会議の審議期間につきましては、去る９月２日に議会運営委員会が開催され協議をされて

おりますので、議会運営委員会副委員長に対し協議結果の報告を求めます。町田議会運営委員会

副委員長。

〔議会運営副委員長（町田 正一君） 登壇〕

○議会運営副委員長（町田 正一君） 議会運営委員会の報告をいたします。

平成２７年壱岐市議会定例会９月会議の議事運営について協議のため、去る９月２日、議会運

営委員会を開催いたしましたので、その結果について報告いたします。

審議期間の日程案につきましては、各議員のお手元に配付しておりますが、本日から９月

２５日までの２２日間と申し合わせをいたしております。

本定例会９月会議に提案されます案件は、報告７件、条例の一部改正３件、補正予算７件、決

算の認定１１件、その他１件の合計２９件となっております。また、陳情等３件を受理しており

ますが、お手元の配付のとおりであります。

本日は、審議期間の決定、議長の報告、市長の行政報告の後、本日送付された議案の上程、説

明を行います。

議案に対する質疑並びに予算、決算に関する発言の通告をされる方は、９月７日月曜日の正午

までに通告書の提出をお願いします。

９月８日は、議案調査のため休会としております。

９月９日は、議案に対する質疑を行い、質疑終了後、所管の委員会へ審査付託を行いますが、

質疑をされる場合はできる限り事前通告をされるようにお願いいたします。

なお、上程議案のうち、議案第６５号平成２７年度一般会計補正予算（第５号）及び認定第

１号平成２６年度壱岐市一般会計歳入歳出決算認定については、特別委員会を設置して審査すべ

きということを確認いたしておりますので、よろしくお願いいたします。

また、予算及び決算について質疑される場合においても、特別委員長宛てに質疑の通告を提出

されるようあわせてお願いいたします。

９月１０日、１１日の２日間で、一般質問を行います。同一趣旨の質問につきましては、質問

者間でぜひ調整をお願いいたしたいと思います。

９月１４、１５日は各常任委員会を開催、９月１６日は予算特別員会、９月１７日、１８日は

決算特別委員会を開催いたします。なお、各委員会は１０時からの開催ですが、９月１６日の予

算特別委員会に限っては午後１時３０分からの開催といたします。

９月２４日は議事整理日として休会し、９月２５日に本会議を開催し、各委員長の報告を受け
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た後、議案等の審議、採決を行い、全日程を終了したいと思います。

なお、本定例会の審議期間中に人事案件が追加議案として提出される予定でありますが、委員

会付託を省略し、全員審査を予定しております。

以上が、平成２７年壱岐市議会定例会９月会議の審議期間、日程であります。

円滑な運営に御協力を賜りますようお願い申し上げ、報告といたします。

〔議会運営副委員長（町田 正一君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） お諮りします。９月会議の審議期間は、議会運営委員会副委員長の報告

のとおり、本日から９月２５日までの２２日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（鵜瀬 和博君） 異議なしと認めます。よって、９月会議の審議期間は、本日から９月

２５日までの２２日間と決定いたしました。

────────────・────・────────────

日程第３．諸般の報告

○議長（鵜瀬 和博君） 日程第３、諸般の報告を行います。

諸般の報告を申し上げます。

平成２７年壱岐市議会定例会９月会議に提出され、受理した議案は２９件、陳情等３件であり

ます。

次に、系統議長会であります。

去る８月１８日、南島原市におきまして開催された長崎県市議会議長会臨時総会に出席をいた

しました。平成２７年度前期事務報告、各市から提出の２０議案及び九州市議会議長会、長崎県

１３市共同提出の２議案について審議がなされ、それぞれ可決、決定がなされたところでありま

す。

翌１９日には、長崎県市議会議長会議員研修会が開催され、全国市議会議長会調査広報部副部

長橋本謙治氏をお招きし、「政策提言等が求められている議会のあり方について」と題した講演

が行われました。

次に、８月２４日、長崎市において開催された長崎県病院企業団議会平成２７年臨時会に市山

繁議員、市山和幸議員が出席をされました。

それぞれの会議の詳しい資料につきましても、事務局に保管しておりますので、必要な方は御

高覧をお願いいたします。

次に、８月２６日に開催いたしました壱岐市子ども議会につきましては、市内中学生の代表

１５名の議員に対して任命書を交付され、壱岐市がこれから取り組むべきさまざまな課題につい

て質問、提言などを行うなど、将来の壱岐市を見据え考えたすばらしい子ども議会であったと思
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います。

今後も、学校を初め関係機関の御理解と御協力をいただきながら、次回開催に向けて努力して

いきたいと考えております。また、来年は小学校の代表議員の参加も考えた子ども議会も考えて

おりますので、よろしくお願いします。

今定例会９月会議において、議案等説明のため、白川市長を初め教育委員会教育長に説明員と

して出席を要請しておりますので、御了承を願います。

以上で、私からの報告を終わります。

────────────・────・────────────

日程第４．行政報告

○議長（鵜瀬 和博君） 日程第４、行政報告を行います。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） おはようございます。行政報告を申し上げます。

本日ここに、平成２７年壱岐市議会定例会９月会議にあたり、前会議以降、本日までの市政の

重要事項等、また今回補正予算に計上した主な内容等について御報告申し上げ、議員皆様の御理

解と御協力を賜りたいと存じます。

まず、国境離島新法制定に向けた取り組みについて、７月２１日から２２日にかけて、県内国

境離島である対馬市、五島市、小値賀町、新上五島町と本市の３市２町の市町長、議員、期成会

等関係者及び山本県議を初め関係県議会議員皆様御同行のもと、総勢２７名が、自由民主党離島

振興特別委員会委員長谷川弥一衆議院議員並びに金子原二郎参議院議員の御案内をいただき、関

係国会議員皆様への要望活動を行ったところであります。

また、本法案は、野党側との協議を進める必要があることから、８月７日に、中村知事を初め

関係市町長等とともに民主党国会議員皆様への要望、さらに８月２１日には、全国離島振興協議

会長として、民主党、島の振興議員連盟への要望を行ったところであります。

また、昨日、議員会館を訪ね、与野党国会議員２１名の方々に要望をいたしましたが、本法案

の今国会成立につきましては、与野党とも御理解はいただいておりますものの、安保法制等の関

係で、特に日程の関係で、予断を許さない状況となっておりますが、今後も関係皆様と一体とな

って早期成立に向け全力で推進してまいりますので、議員各位、市民皆様のさらなる御理解、御

協力を賜りますようお願いいたします。

次に、国土交通大臣杯第８回全国離島交流中学生野球大会 通称離島甲子園についてでござい

ますが、台風１５号の影響を心配しておりましたけれども、１日開催を順延して、８月２６日か

ら２７日まで長崎県五島市で開催されました。壱岐市選抜チームは、第１回戦で小笠原・母島中

学校に３４対０で見事勝利いたしましたが、第２回戦で宮古島アララガマボーイズと対戦し、見
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事なチームワークですばらしい試合を展開いたしましたが、１対２で惜敗いたしました。

島の希望である子供たちが全国から結集した本大会は、野球を通して「島」と「島」の交流を

図ることにより、新たな人間形成や健全な青少年の育成に資するとともに、子供たちのみならず

全国の離島住民に夢や感動、希望を与えてくれるものと確信をしております。

さて、第２次壱岐市総合計画 並びにまち・ひと・しごと創生法に基づく壱岐市総合戦略 に

つきましては、６月会議で平成２７年９月までに策定する旨、報告をいたしておりましたが、現

在、素案を壱岐市総合計画審議会に諮問しております。また、総合戦略の策定については、壱岐

市人口減少対策会議や産官学金労言等の幅広い関係者による壱岐市まち・ひと・しごと創生会議

等における御意見をもとに、骨子案の調整を行っております。

このため、今しばらく各審議会等での議論が必要なことから、次期１０月会議において最終案

を御報告させていただきたいと考えておりますので、御理解賜りますようお願いいたします。

なお、地方創生及び地域振興策を着実に推進するため、政策企画課及び観光商工課の両課に関

連する市長特命事業等に当たる実行部隊として、９月１日付で企画振興部に地域振興推進室を新

設したところであります。今後も、本市の創生を強力に推進してまいります。

次に、社会保障・税番号制度について でございますけれども、マイナンバー制度は、住民票

を有する全ての皆様に、１人１つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情

報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用

されるもので、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤

であります。

本制度については、これまで鋭意準備を進めてまいりましたが、行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法が１０月５日から施行されること

に伴い、全ての市民皆様へ個人ごとに１２桁の個人番号を通知するための通知カードが簡易書留

で送付されることになります。

また、平成２８年１月から社会保障、税、災害対策の行政手続において個人番号の利用が開始

され、申請により個人番号カードの交付を受けることができます。

一方、マイナンバー制度における個人情報の漏えい防止等、安心・安全の確保を図るため、番

号法施行に関連する壱岐市個人情報保護条例の一部改正、また壱岐市手数料条例の一部改正議案

を提出しております。

なお、今後、特定個人情報の庁内連携等に関する条例整備を予定しておりますので、御理解賜

りますようお願いいたします。

あわせまして、番号制度を円滑に導入するため、国においては、平成２７年度予算で個人番号

カード交付事務費補助金が追加措置されたことに伴い、今回所要の予算を計上いたしております。
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次に、交流人口の拡大 についてでございますが、まず本市における観光客数を推計する上で

参考となる九州郵船とオリエンタルエアブリッジの本年１月から７月末までの乗降客数累計は

３８万２,８１７人、対前年比１００.０１％でありました。

この夏は、７月下旬に接近した台風の影響もありましたが、比較的天候に恵まれ、また楽天ト

ラベルの２０１５年夏人気急上昇離島ランキングで壱岐島が、全国６,８００余りの離島の中か

ら第３位にランク入りするなど大きな注目を集めたところであります。

また、長崎県及び県内離島各市町一体となって取り組んでいる２０％のプレミアムつき商品券、

しまとく通貨や長崎県観光連盟による、ながさきアイランドキャンペーンふるさと割として、壱

岐を初め長崎県を訪れる皆様が旅行業者のパッケージツアーを申し込まれた場合、１人最大

５,０００円、宿泊サイトでホテルを予約された場合、１人最大３,０００円お得となる商品も発

売されるなど、離島が元気になる取り組みを実践し、交流人口の拡大に大きな効果を上げてまい

りました。

さらに、情報発信・誘客活動として、８月５日に、テレビ朝日のナニコレ珍百景において、芦

辺町箱崎諸津触の巨大な石垣が紹介され、見事、珍百景に認定されるなど注目を集めました。

８月１５日には、フジテレビ系列の虹色ジーンにおいて、タレントの山口智充さんによる壱岐

ロケの放送がなされ、全国に壱岐の島のＰＲが図られたところであります。

来る９月１９日には、午後９時からＮＨＫ総合において、明治から昭和にかけて日本の電力の

普及と振興に努め、日本の産業経済発展の基礎を築き、「日本の電気王」・「電力の鬼」と称さ

れた壱岐出身の松永安左エ門翁の活躍を取り上げたドラマ「鬼と呼ばれた男～松永安左エ門」が

放送されることになっております。

テレビやラジオによる宣伝、ＰＲ効果は非常に大きく、今後も各種番組の収録やドラマなどに

おいて壱岐市を取り上げていただけるよう働きかけを積極的に展開してまいります。

次に、７月１１日に、大型客船ぱしふぃっくびいなすが入港し、４７６人のお客様が来島され、

壱岐を満喫されました。また、１０月にも大型客船が入港する予定となっております。

平成２８年秋に開催されるデスティネーションキャンペーン、デスティネーションとは目的地

とか終着駅とかいう意味でございますけれども、長崎デスティネーションキャンペーンに向け、

キックオフイベントとして、８月２７日から２９日にかけて、博多駅前広場において、郷土芸能、

観光ＰＲを「長崎ＶＳ熊本」と題してキャンペーンを実施し、ＰＲを行いました。

１１月１８日には、全国の旅行会社や観光関係者など約５００人が参加される全国宣伝販売促

進会議がホテルニュー長崎で開催されます。壱岐市も観光ブースを出展する予定であり、翌

１１月１９日からは、旅行会社の方々が県内７コースに分かれて周遊されることとなっておりま

す。その中で、「対馬・壱岐コース」として設定されており、対馬市は日帰りとなっております
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が、本市には宿泊される予定となっております。これを好機として、壱岐の魅力を余すことなく

お伝えできるよう情報発信に努めてまいります。

また、来る１１月１４日から１５日にかけて、「第３回イキイキお結び大作戦」と題して婚活

イベントを本市で開催いたします。今回は、国の実証実験事業に、全国３カ所のうちの１カ所に

選ばれ、総務省の外郭団体である一般財団法人地域社会ライフプラン協会主催により、県及び市

と地元実行委員の共催で行うものであります。本番に向けて事前に東京での女性参加者向けのＰ

Ｒイベントや市内男性参加者のセミナーを開催することといたしております。多くのカップルが

誕生し、地方創生に寄与していただけることを期待しております。

次に、「壱岐なみらいづくり」プロジェクト事業について でございますが、観光客誘致、人

口増につながる新しい産業育成、住みやすいまちづくりなどをテーマに、市民皆様が中心となり、

夢を実現していくことで、壱岐の輝かしい未来を創造していく壱岐なみらいづくりプロジェクト

事業を行うため、今回、所要の予算を計上しております。

この事業は、対話技術を活用した未来志向型ワークショップを通じ、市民皆様と行政が現状の

課題を共有し、お互いの想いに共感して、壱岐の未来について共創するものであります。

今回の事業では、コミュニケーションの研究において高い評価を受けている富士ゼロックスと

連携して行うことで、産官学連携のさまざまな実践を通じたコミュニケーションモデルを通じ、

個性豊かで持続的成長を生み出す地域コミュニティづくりを目指してまいります。

また、富士ゼロックスの持つ最新のソリューションや一流企業とのネットワークも活用するこ

とで、他に類を見ない、これからの離島ベンチマークモデルが創造できるものと大いに期待して

おります。

次に、産業の振興 についてでございます。

まず、農業の振興について でございますけれども、本年は平年より１０日遅く梅雨明けとな

り、その後は高温、少雨が続いておりましたが、ここにきて秋雨前線による雨が続いております

ので、今後も農作物の管理には十分注意を払っていただきますようお願いいたします。

こうした中、本年産の葉たばこは、成熟期の天候不順により立ち枯れ病の影響を受け、

１０アール当たり２２１キログラムの収量見込みであり、１０月７日から収納が予定されており

ます。

次に、水稲について、去る８月２１日に「つや姫」生産県の生産者相互の連携強化とブランド

力の向上を目指すため、全国つや姫フォーラム２０１５ｉｎながさきが本市で開催されました。

約６００人の皆様が一堂に会し、「つや姫」の認知度向上、販路拡大に向けた取り組みの推進が

確認されたところであります。本市の「つや姫」は１９１ヘクタールが作付をされており、日照

不足等ありましたが、昨年とほぼ同じ収量が見込まれております。
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次に、畜産については、全国的な繁殖農家の減少により、素牛不足で依然高値の取引となって

おり、８月の子牛市では、平均で前回比１０３.５１％の６８万１,０００円となっております。

しかしながら、高齢化、後継者不足等による繁殖牛の飼養頭数が減少しておりますので、今後

も産地維持のため繁殖基盤の強化に努めてまいります。

次に、７月発生の農地及び施設災害については、１０月５日に査定が行われるようなっており

ます。査定後は早急に事務手続を進め、復旧工事に着手してまいります。

水産業の振興 につきましては、本年１月から７月までの本市の漁獲量及び漁獲高を昨年と比

較いたしますと、漁獲量は４,４５８トンの１５％の増であり、漁獲高は２７億４００万円で

５％の増収となっております。

一方、組合員数は昨年より５６名減の１,０１７名となっております。漁獲量、漁獲高とも増

加はしておりますが、依然として漁家経営は厳しいものがございます。

このような状況の中、燃油高騰対策として１リットル当たり１０円の補助を実施するため、今

回所要の予算を計上しております。下半期へ向けて漁獲高のさらなる増加を願うところでありま

す。

今後も、非常に厳しい状況にある水産業の振興については、各漁協を初め関係機関、団体と連

携を図りながら積極的に取り組んでまいります。

また、県営事業による漁港、港湾の整備、改修工事に係る負担金について、今回所要の予算を

計上いたしております。

次に、商工業の振興と雇用対策について でございます。

しま共通地域通貨事業「しまとく通貨」の長崎県全体の販売状況は、７月末現在４３万

１,５３２セット販売しており、本年度は第１四半期で対前年度比１.５６倍の伸びとなっており

ます。要因としては、しまとく通貨の浸透と観光客の旅行商品が増加したことによるものと分析

しております。

また、地方創生の地域消費喚起・生活支援型で、壱岐市商工会及び壱岐市農協、各漁協と連携

した「プレミアム商品券」については、８月１９日現在、子育て支援もあわせまして５万

５,０００セットのうち４万４,３３６セットの約８０％を販売している状況であります。使用期

限は１２月３１日まででありますので、市民皆様の積極的な御活用をお願いいたします。

７月２３日にハローワークと合同で、今回初めての試みとして、高校２年、３年の生徒を対象

に、卒業後の進路選択の参考にしてもらうとともに、地元就職を促進することを目的として、合

同企業説明会を開催いたしました。市内５社の企業、生徒５２名、保護者１６名等合わせて

９５名の参加があり、第１部では各企業からの説明、第２部では各ブースに生徒皆さんがそれぞ

れ移動し、説明、質疑が行われたところであります。生徒皆さんからは、企業の内容や生の声が
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聞けてよかった、保護者皆様からは、今後も続けてもらいたい等の要望もあり、今後、本事業を

引き続き実施するとともに、企業への支援等を含め雇用の確保に全力で取り組んでまいります。

さて、市立特別養護老人ホーム 及び同附属デイサービスセンターについては、本年１０月

１日付で現施設のまま民間に移譲し、平成３０年度末までに新施設を整備いただく方針で進めて

おり、現施設で行っている各事業は９月３０日をもって廃止する旨の事業認可廃止届を県へ提出

したところであります。同時に、移管先である社会福祉法人壱心会におかれましては、１０月

１日からの事業開始に向け事業認可申請が提出されております。

また、新施設の建設に向けて、建設予定地に係る建物の解体及び排水路整備や敷地周囲の擁壁

築造など、平成２８年度の工事実施に向けた準備のため、今回所要の予算を計上いたしておりま

す。

次に、低炭素の島づくりについて 申し上げます。

本年７月、環境省の低炭素地域づくり推進事業の採択を受け、低炭素の島づくりに向けた事業

化計画の策定や再生可能エネルギーの導入、活用の促進を図るための実現可能性調査に着手した

ところであります。

今後、本調査の結果等を検証しながら、低炭素の島づくりを積極的に推進してまいります。

建設関係につきましては、まず道路、河川等の整備についてでございます。

市道整備について、経済対策の一環として、６月補正において、道路整備工事に必要な所要の

予算を計上しておりますが、さらなる経済対策として、市道の維持補修工事並び単独で行ってい

る市道の改良工事等の早期完成を図るため、今回所要の予算を計上しております。

次に、教育関係について申し上げます。

まず、中学校教科用図書の採択についてでございますが、平成２８年度から中学校で使用する

教科書を適切かつ公正に選定、採択するため、壱岐市教科書採択協議会が規約に基づき開催され

ました。

５月２９日に、地域及び保護者代表を交えた第１回協議会において方針等が確認され、６月

１６日に、教科ごとに任命された調査員により各教科の選定調査が行われました。

６月１９日から７月８日まで、壱岐市教科書センターで見本教科書を展示し、市民皆様に閲覧

していただき、意見や感想を聴取するとともに、各中学校でも同じ期間展示し、全ての教職員が

閲覧いたしました。

さらに、７月１４日に選定委員会を開催し、調査員会の報告を受け、選定観点に基づいて選定

作業が行われました。８月２０日に、第２回の教科書採択協議会を開催し、教科ごとに選定委員

会の報告を受け、選定観点に基づいた審議の上、採択案が承認されました。８月２６日の教育委

員会で、壱岐市教科書採択協議会から提示された案について協議が行われ、平成２８年度使用の
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中学校教科用図書が決定されたところであります。

採択された教科書については、本市のホームページで閲覧することができます。

また、第１０回全国国分寺サミットを来る１０月１７日から１０月１８日の２日間、壱岐島内

で開催をいたします。本サミットは、日本全国に残る国分寺跡を通じて、国分寺が建立された意

義を再確認し、あわせて国分寺跡を所在している自治体との交流を深め、文化財を生かしたまち

づくりに寄与することを目的としております。

遠くは栃木県下野市を初め全国から１３市町が参加予定であり、１７日に一支国博物館多目的

ホールにてシンポジウムを開催いたします。翌１８日には島内の文化財をめぐるバスツアーが計

画されておりますので、参加自治体との情報交換を通じて、新たな連携を深めてまいります。

次に、防災、消防・救急についてでございます。

去る８月２５日に九州地方を縦断した台風１５号は、本市においても最大瞬間風速２９.５メー

トルを記録するなど強い勢力を保ったまま本市に接近いたしました。このため、自主避難施設の

開設や告知機による市民皆様への注意喚起等を行ったところであります。

被害の状況につきましては、強風によるハウス本体及びビニールの破損等の被害が１６件、農

作物については、普通期水稲等を含め、現在確認中でありますが、現時点においては、大きな被

害の報告はございません。

今後も、台風災害を初めとした自然災害に対し、関係機関と十分連携を図り、防災対策に万全

を期してまいりますが、市民皆様には、日ごろの備え、避難場所の確認など、いま一度、防災対

策の確認をお願いいたします。

なお、去る６月３０日に、市内郵便局と災害発生時における協力に関する協定を締結いたしま

した。今後、郵便局の幅広いネットワークを活用し、安否の確認、災害時における被災状況など

の情報提供等防災対策に生かしてまいります。

また、１１月８日には、石田町印通寺港一帯において、平成２７年度壱岐市防災訓練を開催す

ることといたしております。災害時における初動体制の確立、関係機関との連携等、それぞれの

災害に対応した訓練を行ってまいりますので、市民皆様の御協力をお願いいたします。

さて、ことしの夏は全国的に猛暑となり、市内では、高齢者を中心に、８月末現在１９名の熱

中症による患者を救急搬送しております。今後も、残暑が予想されますので、屋外での作業等の

折は必ず小まめな水分補給を行っていただくとともに、室内においても、室温や湿度が高いため

に熱中症になることがありますので、エアコンや扇風機等を有効に使用するなど、体調管理に十

分御注意いただいますようお願いいたします。

救急業務においては、救急救命士の心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、

血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与の処置拡大に伴い、教育養成を行ってお
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り、８月から処置拡大を実施しております。今後も、教育、訓練に努め、さらなる救急隊員の資

質向上と救命率の向上を目指してまいります。

９月９日の救急の日には、壱岐医師会を初め救急医療機関の御協力を得て、多数傷病者に対応

する訓練を実施し、救急医療関係者の連携強化及び意識の高揚を図ってまいります。

次に、議案 関係について御説明いたします。

本議会に提出した補正予算 の概要は、一般会計補正予算総額７億７,７０９万７,０００円、

各特別会計の補正総額８,２５４万１,０００円となり、本定例会に提出いたしました一般会計、

各特別会計の補正額の合計は８億５,９６３万８,０００円となります。なお、現計予算と合算し

た本年度の一般会計予算は２２２億９,１００万６,０００円で、特別会計につきましては

１１３億８,９０６万３,０００円となります。

本日提出いたしました案件の概要は、損害賠償の額の決定に関する専決処分の報告２件、平成

２６年度各出資法人の経営状況等に係る報告４件、平成２６年度財政健全化判断比率等の報告

１件、水道事業会計未処分利益剰余金の処分についての案件１件、条例の一部改正に係る案件

３件、予算案件７件、平成２６年度各会計決算認定１１件であります。

案件の詳細については、担当部長、課長等から説明をさせますので、御了承をお願いいたしま

す。

何とぞ十分な御審議をいただき、適正なる御判断を賜りますようお願いいたします。

以上をもちまして、前会議以降の市政の重要事項また政策等について申し述べましたが、さま

ざまな行政課題等に対し、今後も誠心誠意、全力で取り組んでまいる所存でありますので、議員

各位並びに市民皆様の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げ、行政報告といたします。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） これで行政報告を終わります。

────────────・────・────────────

日程第５．報告第１１号～日程第３３．認定第１１号

○議長（鵜瀬 和博君） 日程第５、報告第１１号損害賠償の額の決定に関する専決処分の報告に

ついてから日程第３３、認定第１１号平成２６年度壱岐市水道事業会計決算認定についてまで、

以上２９件を一括議題とします。

ただいま上程しました議案について、報告及び提案理由の説明を求めます。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 本日上程の議案につきましては、各担当部長、担当課長等から説明をさ

せますので、よろしくお願いいたします。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕
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○議長（鵜瀬 和博君） 大久保農林水産部長。

〔農林水産部長（大久保敏範君） 登壇〕

○農林水産部長（大久保敏範君） 皆様、おはようございます。報告第１１号損害賠償の額の決定

に関する専決処分の報告について御説明申し上げます。

地方自治法第１８０条第１項及び壱岐市議会基本条例第１１条第１項第１号の規定により、別

紙のとおり専決処分したので、地方自治法第１８０条第２項及び壱岐市議会基本条例第１１条第

２項の規定により報告をいたします。本日の提出でございます。

次のページをお願いします。専決第７号、専決処分書、損害賠償の額を定めることについて、

地方自治法第１８０条第１項及び壱岐市議会基本条例第１１条第１項第１号の規定に基づき、次

のとおり専決処分する。平成２７年８月２４日専決でございます。

損害賠償の相手方、長崎県、損害賠償額１８万８,８６９円、損害賠償の理由、平成２７年

６月１８日午前１０時５０分ごろ、家畜診療所職員が武生水地区の集合指導で巡回中、郷ノ浦町

東触の農家に治療のために立ち寄った際、損害賠償の相手方である停車していた長崎県所有の公

用車、壱岐家畜保健衛生所所有使用の公用車でございますが、に衝突し、損害を与えたものであ

ります。

なお、事故の過失割合は、市公用車が後方確認を怠り、停車中の相手の車両に激突したもので

あり、相手方の車両は事故発生場所の角口において公衆道路へ出る手前に停車していたものであ

り、相手方に何ら過失がないものと判断され、壱岐市１０割、相手はゼロでございます。

市の損害賠償額であります相手車両の修理費用及び市の公用車修理費用については、全国自治

協会から自動車損害共済金として支払われます。

このような事故を起こし、大変申しわけなく思っております。ちょっとした油断、不注意で事

故になっております。今後、安全運転の意識向上を図り、再発防止に努めてまいります。よろし

くお願いいたします。

以上で、報告第１１号についての説明を終わります。

〔農林水産部長（大久保敏範君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） 堀江市民部長。

〔市民部長（堀江 敬治君） 登壇〕

○市民部長（堀江 敬治君） 皆さん、おはようございます。報告第１２号損害賠償の額の決定に

関する専決処分の報告について御説明申し上げます。

地方自治法第１８０条第１項及び壱岐市議会基本条例第１１条第１項第１号の規定により、別

紙のとおり専決処分をしたので、地方自治法第１８０条第２項及び壱岐市議会基本条例第１１条

第２項の規定により報告いたします。本日の提出でございます。
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次のページをお開き願います。専決第８号、専決処分書、損害賠償の額を定めることについて、

地方自治法第１８０条第１項及び壱岐市議会基本条例第１１条第１項第１号の規定に基づき、次

のとおり専決処分をする。平成２７年８月２４日専決でございます。

損害賠償の相手方、壱岐市勝本町の個人、損害賠償の額の２５万８,０００円、損害賠償の理

由、平成２７年６月３０日午後２時４０分ごろ、壱岐市立特別養護老人ホーム玄関前において、

壱岐市立特別養護老人ホーム職員が公用車を車庫から出した際に、施設玄関前に駐車中の損害賠

償の相手方である個人所有の車両に接触し損傷さしたためでございます。本件事故の過失割合に

ついては、示談書により保険会社で審査の上、市側の責任割合は１００％である報告を受けてお

り、また相手側に迷惑をかけないよう車両修理に緊急を要したため専決処分として報告するもの

であります。

この件に関しては、弁解の余地はございません。今後、こうした事故が起こらないよう安全運

転の徹底について厳しく指導を行い、再発防止に努めてまいりますので、どうぞよろしくお願い

いたします。

以上をもちまして、報告第１２号の説明を終わります。

〔市民部長（堀江 敬治君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） 大久保農林水産部長。

〔農林水産部長（大久保敏範君） 登壇〕

○農林水産部長（大久保敏範君） 報告第１３号平成２６年度公益財団法人壱岐栽培漁業振興公社

に係る経営状況の報告について御説明申し上げます。

平成２６年度公益財団法人壱岐栽培漁業振興公社に係る経営状況について、地方自治法第

２４３条の３第２項の規定により、別紙のとおり報告いたします。本日の報告でございます。

当法人は、平成２６年度より新公益財団法人として再出発し、これまでと同様に種苗放流事業

を実施いたしております。

２ページ、３ページをお開きお願いします。

２ページは、役員並びに評議員名簿を掲載いたしております。

３ページは事業報告でございます。２６年度の事業概要は、アワビ種苗５万個を壱岐市栽培セ

ンターより購入し、各漁協１万個ずつ放流をいたしております。財源の内訳ですが、利息

０.２８％で、基金運用益１９６万円、助成金として県から２８万円、市から１４万円、漁協の

負担金として各漁協２万８,０００円の５漁協で１４万円となっております。また、法人会計よ

り４５万円を振りかえまして、合計２９７万円であります。

次に、収支決算について御説明いたします。６ページ、７ページをお願いいたします。

６ページは、貸借対照表でございます。資産の部でありますが、流動資産が９万３,３０３円、
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固定資産のうち基本財産が１億円、特定資産が７億円で、資産合計８億９万３,３０３円でござ

います。７ページは、貸借対照表の内訳を掲載いたしております。

８ページ、９ページをお願いいたします。

８ページは、正味財産増減計算書でございます。９ページの正味財産増減計算書内訳表で説明

いたしますと、法人会計としては、普通預金利息と繰越金だけを財源としているため、年々減少

いたしております。今年度の繰越金は、基本財産の１億円を省きますと、９万３,３０３円とな

っております。支出の面で、管理費の２万１００円は、公益法人研修会旅費と印紙料でございま

す。

１０ページ、１１ページをお開き願います。

１０ページは附属明細書、１１ページに財産目録を掲載いたしておりますので、御高覧をお願

いいたしたいと思います。

以上で、報告第１３号についての説明を終わります。

〔農林水産部長（大久保敏範君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） 眞鍋総務部長。

〔総務部長（眞鍋 陽晃君） 登壇〕

○総務部長（眞鍋 陽晃君） それでは、報告第１４号平成２６年度壱岐空港ターミナルビル株式

会社に係る経営状況の報告について御説明をいたします。

地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、別紙のとおり報告をいたします。本日の提出

でございます。

壱岐空港ターミナルビル株式会社につきましては、地方自治法施行令第１５２条第１項第３号

に規定する法人で、資本金等の４分の１以上を壱岐市が出資しておりまして、平成２４年３月に

施行されました壱岐市長の調査等の対象となる法人を定める条例第２条第２項で規定された法人

でございますので、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により別紙のとおり経営状況を報告

するものでございます。

報告書の表紙をおめくりください。１ページ目は庶務報告で、官庁事項及び株主総会の報告で

ございます。

次に、２ページ目でございます。（３）の株式でございますが、資本金１,０００万円、２万

株で、そのうち４６０万円、そして９,２００株が壱岐市の出資でございまして、出資比率は

４６％となっております。

３ページ目をお願いいたします。貸借対照表でございますが、資産の部については、流動資産

合計４９４万６,７６８円、固定資産合計１,００５万８,１４３円で、資産合計は１,５００万

４,９１１円となっております。負債の部については、負債合計４１万４,２４６円で、その内訳
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につきましては、７ページの主要勘定残高明細書（４）未払金及び預り金でございます。後ほど

ご覧をいただきたいと思います。

資産の部につきましては、株主資本合計１,４５９万６６５円で、負債、純資産合計は資産合

計との同額でございまして、１,５００万４,９１１円でございます。

４ページをお願いいたします。損益計算書でございますが、売上総利益が１４６万６,２１０円、

販売費及び一般管理費４７２万１,１４３円で、営業利益はマイナス３２５万４,９３３円となっ

ており、その内訳につきましては、９ページの営業損益内訳書に記載をしておりますので、後ほ

ど御確認を願いたいと思っております。営業外収益は、雑収入が４１０万円となっておりまして、

その内訳は建物共済金満期金が４００万円と長崎県空港活性化推進協議会補助金１０万円となっ

ております。預金利息の７３３円を足しまして、営業外収益合計が４１０万７３３円となり、経

常利益の８４万５,８００円から法人税を差し引きまして、当期純利益が８２万４,８００円とな

ります。

次に、５ページ目をお願いいたします。株主資本等変動計算書でございますが、純資産合計の

前期末残高１,３７６万６,０００円、当期変動額合計が８２万５,０００円で、当期末残高

１,４５９万１,０００円となっております。

６ページ目は個別注記表、７ページ目は主要勘定残高明細書、８ページ目は固定資産明細表、

９ページ目は営業損益内訳書、最後のページには監査報告を記載しております。

以上で、報告第１４号平成２６年度壱岐空港ターミナルビル株式会社に係る経営状況の報告に

ついて終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

〔総務部長（眞鍋 陽晃君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） 左野企画振興部長。

〔企画振興部長（左野 健治君） 登壇〕

○企画振興部長（左野 健治君） 報告第１５号及び第１６号について一括して御説明いたします。

まず、報告第１５号平成２６年度株式会社壱岐カントリー倶楽部に係る経営状況について、地

方自治法第２４３条の３の第２項の規定により、別紙のとおり報告いたします。本日の提出でご

ざいます。

この報告につきましては、地方自治法施行令第１５２条第１項第３号に規定する一般社団法人

及び一般財団法人並びに株式会社への予算の執行の適正化等を図る観点から、公金をもって資本

金等の４分の１以上、２分の１未満の出資をしている法人等について、市長の調査等の対象にな

っており、平成２７年６月２５日の第３２回定時株主総会で報告を受けたところであります。

内容につきましては、第３２期営業報告書を添付いたしております。

１ページをお開き願います。３の当社の経営状況でございますが、２６年４月、消費税の３％
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アップ、ゴルフ人口の減少等により、経営状況は厳しい状況にあります。利益拡大策といたしま

して、３９歳以下の新会員、年間会員の確保等に取り組んできたところでございます。結果、今

期の来場者は７,４８８人で、前年比４７３人の減少にかかわらず、当期の純利益は１３３万円

の黒字を計上いたしております。２５年度、２６年度と２期連続の黒字となっております。

次のページをお開き願います。３ページをご覧ください。９、会員状況でございます。年会費

の関係でございますが、会員状況で、会員は合計８１３名となっております。昨年度から５７名

減少しております。年会費の支払い対象者は１９１名、１１４万６,０００円でございます。平

成２６年度の回収率は１１５％となっております。これは、これまで年会費が滞っている方への

督促状の発送等の回収対策を行ったことによるものでございます。２６年度の未納分は３３名で、

未納額１９万８,０００円となっております。現在、文書による催告を発送しているところでご

ざいます。

５ページをお開き願います。貸借対照表でございますが、資産の部で、流動資産が１,０９５万

３,２６２円で、うち未収金３９１万１,７９０円は既に入金となっております。固定資産が

４,８８７万７,９７１円で、資産合計は５,９８３万１,２３３円でございます。

６ページをお開き願います。負債、純資産の部でございますが、流動負債が４２６万６８８円、

固定負債３１４万５,１８２円、負債合計が７４０万５,８７０円、純資産の部でございますが、

株主資本が５,２４２万５,３６３万円で、純資産の合計は同額でございます。負債及び純資産合

計は、５,９８３万１,２３３円でございます。

続きまして、７ページをお開き願います。損益計算書でございます。表中段の売上総利益が

４,７０７万３,１５７円でございます。販売費及び一般管理費は４,６８５万８,３２９円で、右

側の前年対比９８.６％となっております。この詳細につきましては８ページに掲載いたしてお

ります。営業利益が２１万４,８２８円となっております。営業外収益、特別利益と合わせ、税

引き後の当期純利益が１３３万３,７２９円の黒字となっております。

１０ページに株主資本等変更計算書、１１ページに主要勘定残高明細書、１２ページに監査報

告書を添付いたしております。

以上で、報告第１５号について説明を終わらしていただきます。

次に、報告第１６号について説明します。

平成２６年度一般財団法人壱岐市開発公社に係る経営状況の報告について、地方自治法第

２４３条の３第２項の規定により、別紙のとおり報告します。本日の提出でございます。

この報告につきましては、地方自治法施行令第１５２条第１項、第２項に規定する一般社団法

人及び一般財団法人並びに株式会社への予算の執行の適正化等を図る観点から、公金をもって資

本金等の２分の１以上の出資をしている法人等について市長の調査対象となっているところでご
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ざいます。

経営状況について御説明いたします。２ページをお開きください。

利用状況でございますが、表１、利用状況の計の欄をご覧ください。宿泊者数は７,７０３名、

前年度より８６５名、減少しております。休憩者数は１万６,７９４名、前年度より１,０１８名

増加となっております。宿泊客は、夏時期の台風の影響によりキャンセル等の予定変更等により

前年度より約９０％、落ち込んでおります。

３ページをご覧ください。収支についてでございます。（１）収入の部で、予算額１億

９２８万円に対しまして、決算額は１億４,９４５万６３円と４,０１７万６３円の増、（２）支

出の部では、予算額１億９２８万円に対しまして、決算額１億４,４４８万６,１８２円と、

３,５２０万６,１８２円の増で、当期経常増減額、いわゆる税引き後の当期の純利益は４９６万

３,８８１円の黒字となっております。宿泊者数の減の中、料理等のグレードアップ等により

１人当たりの宿泊単価のアップと日帰りツアーの昼食の受け入れ、地元向けのランチタイムの営

業開始、島内者の休憩、宴会等の客の増加等によるものでございます。

次に、４ページから６ページは、正味財産増減計算書でございます。６ページの企業の損益計

算書に相当するものでございます。６ページの一番下段をご覧ください。平成２７年３月３１日

現在における当一般財団法人の正味財産、いわゆる純資産の期末残高は２,５０５万３６４円と

なっております。

次に、７ページの貸借対照表でございます。１、資産の部の合計３,９３６万９,９９１円、負

債の部は合計で１,４３１万９,６２７円、正味財産の部の合計で２,５０５万３６４円となって

おります。

８、９ページに財務諸表に対する注記、１０ページに有形固定資産明細書、１１ページに監査

報告書を掲載しております。１２ページに財産目録を掲載いたしております。

以上で、説明を終わらしていただきます。よろしく御審議いただきたいと思います。

〔企画振興部長（左野 健治君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） 西原財政課長。

〔財政課長（西原 辰也君） 登壇〕

○財政課長（西原 辰也君） 報告第１７号平成２６年度壱岐市財政健全化判断比率及び資金不足

比率の報告について御説明申し上げます。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、平

成２６年度壱岐市財政健全化判断比率及び資金不足比率を監査委員の意見を付して報告いたしま

す。本日の提出でございます。

次のページをお開き願います。法第３条第１項による健全化判断比率の状況ですが、まず実質
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赤字比率は、一般会計及び農業機械銀行特別会計の実質収支額により算出いたしますが、いずれ

も黒字決算をしておりますので、実質赤字比率は生じておりません。

次に、連結実質赤字比率は、公営企業以外の国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医

療事業、特別養護老人ホーム特別会計と公営企業の水道事業、病院事業会計並びに簡易水道事業、

下水道事業、三島航路事業特別会計の全ての会計において、実質収支額が黒字決算をしておりま

すので、連結実質赤字比率についても生じておりません。

次に、実質公債費比率が３カ年平均で５.２％、前年度は６.４％でございます。次の将来負担

比率が１６.２％、前年度は３０.６％でございます。いずれの比率も前年度指標を下回っており、

健全に推移をいたしております。

前年度の比率を下回った要因としては、実質公債費比率が３カ年平均で算出をされることから、

前年度算定対象であった平成２３年度の単年度実質公債費比率の８.５％が算定から外れ、平成

２６年度の単年度実質公債費比率５.２％が算定に入ったために、３カ年平均で５.２％まで下が

っているところでございます。これは、平成２０年度から毎年繰り上げ償還を実施してきたこと

による起債残高の減によるものでございます。

表の中段左端に、健全化判断比率の分母となる標準財政規模の額が１３３億５,６１４万

８,０００円で、これは一般財源の規模をあらわすものですが、地方税や普通交付税などの合計

で、平成２６年度から普通交付税の合併算定がえ段階的縮減が始まったことにより、対前年度比

３億７,３０８万６,０００円の減となっております。

今後、実質公債費比率及び将来負担比率は、標準財政規模の縮減により上昇していくことが予

想されますが、表の中段右側にイエローカードとなる早期健全化基準及びレッドカードとなる財

政再生基準の比率を超えることがないよう財政運営を行ってまいります。

次に、法第２２条第１項の規定による資金不足比率の状況ですが、簡易水道事業特別会計、下

水道事業特別会計、三島航路事業特別会計、水道事業会計、病院事業会計の５つの公営企業会計

におきまして、資金不足は生じておりませんので、比率は発生しておりません。なお、健全化判

断比率等の概要については、資料３の平成２６年度各会計決算概要の１ページ及び２ページに添

付をいたしておりますので、御参照願います。

以上で、報告第１７号平成２６年度壱岐市財政健全化判断比率及び資金不足比率の報告につい

て説明を終わります。

〔財政課長（西原 辰也君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） ここで暫時休憩をいたします。再開を１１時１５分といたします。

午前11時05分休憩

………………………………………………………………………………
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午前11時15分再開

○議長（鵜瀬 和博君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

議案説明を続けます。原田建設部長。

〔建設部長（原田憲一郎君） 登壇〕

○建設部長（原田憲一郎君） 議案第６１号について御説明いたします。

平成２６年度壱岐市水道事業会計決算に係る未処分利益剰余金について、別紙剰余金処分計算

書のとおり処分するものでございます。本日の提出です。

提案理由は、記載のとおりでございます。

次のページに剰余金計算書を添付しております。

地方公営企業の会計制度の見直しによりまして、平成２６年度予算及び決算から新しい会計基

準を適用することになりました。この見直しに当たって、最大限、現行の民間の企業会計原則の

考え方を取り入れることになりましたので、基本的な方針の一例として、任意で適用が認められ

ていたみなし償却制度が廃止されました。これは、国費などで取得したものが必ず減価償却する

ことになるため、平成２６年度決算では例年よりも負債がふえる形になりました。これまで自治

体の判断によるものとされていましたので、損益に上げなかったものと計上していたものが混在

していたため、新会計基準に基づいて総合的な償却によりまして移行処理を行った次第でござい

ます。

したがいまして、この会計基準の移行初年度に当たるため、平成２６年度は４,９８８万

８,５７６円の純損失となりました。この処分については、新会計制度適用による未処分利益剰

余金変動額の９,８６６万４,４７８円から充てることにしましたので、当年度未処分利益剰余金

が４,８７７万５,９０２円になりました。

次のページに剰余金処分計算書を記載して、議会の議決によります処分額として表示しており

ます。

以上で、議案第６１号について説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願い

します。

〔建設部長（原田憲一郎君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） 眞鍋総務部長。

〔総務部長（眞鍋 陽晃君） 登壇〕

○総務部長（眞鍋 陽晃君） 議案第６２号壱岐市個人情報保護条例の一部改正について御説明を

いたします。

壱岐市個人情報保護条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。本日の提出でございま

す。
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提案理由でございますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律、番号法でございますが、制定されたことにより、壱岐市個人情報保護条例について、番

号法の規定を踏まえ壱岐市が保有する特定個人情報の適正な取り扱いを確保するため措置を講ず

るため所要の改正を行うものでございます。

次のページをお開きください。平成１６年壱岐市条例第２４６号壱岐市個人情報保護条例の一

部を次のように改正しようとするものでございます。

別紙議案関係資料１の１ページをお願いいたします。新旧対照表で御説明をさせていただきま

す。左が現行、右が改正案でございます。

１ページ、改正案、第２条、第５号、第８号をご覧ください。特定個人情報、情報提供等記録、

保有特定個人情報、特定個人情報ファイル、本人の言葉を定義づけするための規定の追加でござ

います。

３ページに、第８条の２、保有特定個人情報の利用の制限の規定を追加しております。第９条

は、第８条の２を加えたことに伴う引用条例の整理を行っております。

４ページでございます。第１２条第２項は、開示請求に係る代理人の範囲について、番号法の

規定による読みかえを適用として、特定個人情報にあっては未成年者もしくは成年被後見人の法

定代理人または本人の委任による代理人としています。

また、代理人の範囲について、保有特定個人情報についてのみ法律の規定と同一の内容となる

ように改正をしているのが、５ページでございます。第１３条第２項の代理人、第１４条第１項

第２号の代理人、また８ページの第２６条第２項の代理人、第２７条第２項の代理人であります。

９ページでございます。第３３条は、情報提供等記録の提供先等への通知について追加規定を

しております。

１０ページでございます。第３４条の利用停止請求権について、番号法では違反して保有する

特定個人情報についても利用停止請求の対象として定められております。この関係規定を、改正

案第３４条第２項として追加をいたしております。改正案第３４条第３項並びに第３５条第２項

の代理人についても、前段の改正と同じように代理人の範囲について保有特定個人情報について

のみ法律の規定と同一の内容となるように改正をしております。

附則といたしまして、この条例は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律の施行日、平成２７年１０月５日でございますが、その日から施行しようとするも

のでございます。

以上で、議案第６２号の説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。

〔総務部長（眞鍋 陽晃君） 降壇〕
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○議長（鵜瀬 和博君） 原田建設部長。

〔建設部長（原田憲一郎君） 登壇〕

○建設部長（原田憲一郎君） 議案第６３号について御説明いたします。

壱岐市附属機関設置条例の一部改正について別紙のとおり定めるものでございます。本日の提

出です。

提案理由は、市長の附属機関として、景観法第８条第１項の規定に基づきまして、壱岐市景観

計画の策定について審議する壱岐市景観計画策定委員会を市の景観形成に関する事項について調

査や審議を行うための壱岐市景観審議会に改める必要があるため、所要の改正を行うものでござ

います。

次のページに、審議会の審議事項などを記載しております。

附則としまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。

御審議のほどよろしくお願いいたします。

〔建設部長（原田憲一郎君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） 堀江市民部長。

〔市民部長（堀江 敬治君） 登壇〕

○市民部長（堀江 敬治君） 議案第６４号壱岐市手数料条例の一部改正について御説明申し上げ

ます。

壱岐市手数料条例の一部改正について、壱岐市手数料条例の一部を改正する条例を別紙のとお

り定める。本日の提出でございます。

提案理由といたしましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律の施行に伴い、所要の改正を行うものでございます。

主な改正の内容につきましては、通知カード及び個人番号カードの再交付手数料を新設すると

ともに、個人番号カードの交付に伴い住民基本台帳カードの交付が終了するため、手数料を廃止

するものでございます。

次の１ページから３ページに改正内容を添付しております。

第１条関係の通知カードの再発行手数料については、１件５００円で、平成２７年１０月５日

からの施行となります。また、第２条関係の個人番号カードの再発行手数料については、１件

８００円で、平成２８年１月１日からの施行となります。

また、参考までに、議案関係資料の１３ページから１９ページに新旧対照表を添付しておりま

す。

以上で、議案第６４号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いします。

〔市民部長（堀江 敬治君） 降壇〕
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○議長（鵜瀬 和博君） 西原財政課長。

〔財政課長（西原 辰也君） 登壇〕

○財政課長（西原 辰也君） 議案第６５号平成２７年度壱岐市一般会計補正予算（第５号）につ

いて御説明申し上げます。

平成２７年度壱岐市の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７億７,７０９万

７,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２２２億９,１００万６,０００円

とします。第２項は記載のとおりでございます。

債務負担行為の補正、第２条、債務負担行為の追加は、第２表債務負担行為補正による。

地方債の補正、第３条、地方債の変更は、第３表地方債補正による。

本日の提出でございます。

２から４ページには、第１表歳入歳出予算補正の款項の区分の補正額等について、記載のとお

りでございます。

５ページをお開き願います。第２表債務負担行為補正、１、追加、芦辺小学校建設に伴う仮設

校舎借上料について、平成２８年度の債務負担行為限度額１,６５０万円を追加しております。

次に、６ページをお開き願います。第３表地方債補正、１、変更、過疎対策事業債は、ハード

分で限度額３億７,０３０万円を４億２,２５０万円に５,２２０万円を増額しております。障害

者福祉施設整備費補助金として、旧箱崎中学校校舎解体費補助金に充当しております。次に、過

疎対策事業債、過疎地域自立促進事業は、過疎債ソフト分で、限度額４億８,７５０万円を最大

発行限度額の５億１,１６０万円に２,４１０万円を増額しております。基本限度額２億

５,５８０万円を最大２倍まで増額し、今回、漁業用燃油高騰緊急対策事業分に充当するため、

他の事業との財源調整をしております。

次に、７ページの臨時財政対策債は、限度額６億円を６億６,６４０万円に、今回発行可能額

まで６,６４０万円を増額しております。

それでは、事項別明細書により主な内容について御説明いたします。

１２、１３ページをお開き願います。１０款１項１目の地方交付税は、今回不足する財源につ

いて普通交付税４億７,５９８万２,０００円を増額しております。なお、本年度の普通交付税は、

合併算定がえ段階的縮減の２年目となり、本来なら３割縮減のところでございますが、支所に要

する経費の２年目の増額、また新たに合併市町の消防費、清掃費の見直しにより、対前年度比

０.２％減の９７億７,４５４万５,０００円に決定をいたしております。

次に、１４款２項１目総務費国庫補助金、離島活性化交付金の３,０３５万１,０００円の減額

は、国の内示の減によるもので、離島移送コスト支援事業など１１件の継続事業のみの採択で減
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額内示があり、新規事業の観光資産パワーアップ事業など４件については今回不採択となりまし

たので、事業を見直し、また市単独で実施することとしております。

次に、１４、１５ページをお開き願います。１４款２項２目民生費国庫補助金及び１５款２項

２目民生費県補助金で、児童福祉費に係る補助金制度改正に伴い、保育緊急確保事業補助金、放

課後児童健全育成事業補助金、保育対策等推進事業費補助金から子ども・子育て支援交付金へ変

更となり、今回それぞれ予算の組み替えを行っております。そのほか、農林水産業費、土木費、

消防費、教育費補助金の国県補助事業について、内示により増減補正をいたしております。

次に、１６、１７ページをお開き願います。２０款４項２目雑入、長崎県病院企業団壱岐病院

派遣職員人件費負担金の６,６７８万２,０００円の減額は、壱岐病院派遣職員１０人分の人件費

等の取り扱いについて、当初予算編成時に市で支出をし、県病院企業団より受け入れることとし

ておりましたが、本年４月１日の協定書を取り交わす中で、派遣職員の人件費は県病院企業団の

予算から直接支払われることになりましたので、今回歳入歳出予算とも減額をするものでござい

ます。

２１款市債につきましては、６、７ページの第３表地方債補正で説明をしたとおりでございま

す。

次に、歳出について説明をいたします。

まず、歳出について、今回、人事異動、会計間の異動に伴う職員給与費の組み替えによる補正

を行っております。給与費明細書については、４９ページから５１ページに記載をいたしており

ますので御参照願います。

９月補正の主要事業については、別紙資料２の平成２７年度９月補正予算案概要で説明をいた

します。

別紙資料２、２７年度９月補正予算案概要の２、３ページをお開き願います。１款１項１目議

会費、タブレット端末導入費３４３万７,０００円の補正は、議会と執行部合わせて４２台のタ

ブレット端末及び文書共有システムを導入し、議案等のペーパーレス化及び議案作成に要するコ

ストを削減し、事務の効率化を図るとともに、情報の共有化を図ることとしております。

次に、２款１項６目企画費、壱岐なみらいづくりプロジェクト事業は、観光客誘致、人口増加

につながる新しい産業育成、住みやすいまちづくりをテーマに、地域住民が中心となり壱岐の未

来を創造していくこととし、富士ゼロックスコミュニケーション技術研究所の手法を用いて、大

人だけでなく子供たちも入れて対話技術を活用した未来志向型ワークショップを行い、離島振興

の基準モデルを創出するものでございます。

次に、４、５ページをお開き願います。３款１項１目社会福祉総務費、特別養護老人ホーム民

営化に伴う用地整備費として、勝本教職員住宅等解体及び用地造成設計費並びに職員用住宅整備
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費として石田教職員住宅４戸の改修工事費を合わせて３,７２６万９,０００円を計上しておりま

す。次に、障害者福祉施設整備等補助金として、結の会障害者施設増築費及び旧箱崎中学校解体

費補助金を合わせまして、記載のとおり総額７,０００万円を追加しております。

次に、６、７ページをお開き願います。３款２項４目保育所費、小規模保育施設公定価格負担

金３,４２２万２,０００円の補正は、市の確認を受けた小規模保育施設３施設に対し運営費の財

政支援を行うもので、今回公定価格の決定により不足分を追加しております。

次に、５款１項３目、集落営農組織化及び法人化支援事業は、新規事業で、法人化をした７組

織に対し４０万円の国の定額補助及び新規に集落営農組織を立ち上げる１組織に対し２０万円の

国の定額補助を行い、また法人化をした７組織に対し県の２分の１の３０万円を集落営農法人経

営安定支援補助金として補助金総額５１０万円を追加しております。

次に、８、９ページをお開き願います。５款１項５目農地費、県営事業負担金は、山崎地区農

地海岸保全事業ほか４地区の県営事業費、総額１億５,３３４万４,０００円に対し、それぞれ

９％から５０％の負担金、２,７６１万５,０００円を追加しております。

次に、５款３項２目、漁業用燃油高騰緊急対策事業は、燃油価格が依然として高値が続いてい

るため、昨年に引き続き４月１日から２８年３月３１日まで漁業用燃油１リットル当たり１０円

を補助するもので、今回８,０００万円を追加し、財源に過疎債ソフトを充当するものでござい

ます。次に、ふるさと名物開発等支援事業は、壱岐東部漁協の地域資源を活用した加工品の開発、

販路拡大を目的に、壱岐島海女ブランド化プロジェクトに対する補助で、国の３分の２の直接補

助があり、市は６分の１補助、７０万６,０００円を追加しております。

次に、１０、１１ページをお開き願います。６款１項４目観光費、観光連盟運営費４２６万

４,０００円の補正は、長崎県観光連盟への職員派遣について、当初市職員への派遣依頼があっ

ていたものですが、派遣終了後の経験を生かすため市観光連盟職員を派遣することといたしまし

たため、市職員と同様に派遣に必要な経費を補助することとしております。

次に、７款２項２目道路橋梁維持費、市道維持補修工事費の９,６５０万円及び７款２項３目

道路橋梁新設改良費で、道路改良工事及び局部改良工事費として５,３５０万円、事業費総額

１億５,０００万円を市単独の経済対策費として追加をしております。

また、県営道路整備事業負担金で、県道渡良初瀬線ほか２路線の事業費総額８,６８２万

５,０００円に対し、１５％から２０％の負担金１,３５１万４,０００円を追加しております。

次に、１２、１３ページをお開き願います。７款４項１目港湾管理費、県営港湾整備事業負担

金で、郷ノ浦港湾ほか２港湾の事業費総額１億６,０８６万９,０００円に対し５％から２５％の

負担金２,０３７万５,０００円を追加しております。

次に、９款２項１目、芦辺小学校校舎改築事業は、今回、芦辺地区公民館及び体育館を仮設校



- 34 -

舎として整備をするとともに、プレハブ教室のリース料並びに校舎物品施設費を補正しておりま

す。また、現在実施設計を行っておりますが、地質調査費を追加をし、今回補正総額１,６５０万

３,０００円を補正しております。

次に、９款６項１目保健体育総務費、各種スポーツ全国大会等出場費補助金の１０５万円の補

正は、一般成年の九州大会以上の大会に出場が決定をした各競技団体へ交通費等の３分の１を補

助するものでございます。

次に、１４、１５ページをお開き願います。１１款公債費、地方債元金繰上償還費は、地方財

政法第７条剰余金の規定により前年度繰越金を財源に交付税措置に影響のない公営住宅建築事業

債ほか１６件の繰り上げ償還を行うものでございます。今回、元金１億４,６２８万９,０００円

と繰り上げ償還に伴う補償金７３０万１,０００円を追加しております。

そのほか、主要事業の詳細については、資料２に記載のとおりでございます。

以上で、平成２７年度壱岐市一般会計補正予算（第５号）について説明を終わります。御審議

のほどよろしくお願いいたします。

〔財政課長（西原 辰也君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） 土谷保健環境部長。

〔保健環境部長（土谷 勝君） 登壇〕

○保健環境部長（土谷 勝君） 議案第６６号から６７号を一括して説明させていただきます。

議案第６６号平成２７年度壱岐市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）について御説

明いたします。

平成２７年度壱岐市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）は次に定めるところによ

る。

歳入歳出予算の補正、第１条、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

５,５７２万４,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５５億３,７７５万

２,０００円とします。第２項については、記載のとおりでございます。本日の提出でございま

す。

２ページ、３ページをお開き願います。第１表歳入歳出予算補正額については、記載のとおり

でございます。

５ページから７ページには、歳入歳出補正予算事項別明細書を記載しております。

８ページ、９ページをお開き願います。２、歳入につきましては、７款１項前期高齢者交付金

につきまして、前年度分の前期高齢者交付金が確定しましたので、３７万３,０００円減額して

おります。１１款１項繰越金は、前年度からの繰越金５,６０９万７,０００円を増額補正してお

ります。
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１０ページ、１１ページをお開き願います。３、歳出、３款１項後期高齢者支援金は、支援金

額が確定しましたので８６万９,０００円を増額しております。４款１項前期高齢者納付金も、

納付金額が確定しましたので８万２,０００円を増額しております。１１款１項償還金及び還付

加算金は、国庫支出金精算返納金としまして、療養給付費等返還金４,７８７万９,０００円を増

額しております。療養給付費交付金返納金につきましては、前年度退職者療養交付金の支払基金

精算返納金として６８９万４,０００円を増額しております。

以上で、議案第６６号の説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。

続きまして、議案第６７号平成２７年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて御説明いたします。

平成２７年度壱岐市の介護保険事業特別会計補正予算（第２号）は次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正、第１条、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

８３２万３,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３３億８２４万

７,０００円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６１４万

５,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２,６８０万円とします。第２項

については、記載のとおりでございます。本日の提出でございます。

２ページ、３ページをお開き願います。第１表歳入歳出予算補正額については、記載のとおり

でございます。

５ページから７ページには、歳入歳出補正予算事項別明細書を記載しております。

８ページ、９ページをお開き願います。２歳入につきましては、４款１項支払基金交付金とし

まして、前年度の介護給付費交付金の追加交付により１０５万７,０００円を増額補正しており

ます。５款１項１目介護給付費負担金につきましても、実績により追加交付となったため、

２６４万９,０００円を増額補正しております。７款繰入金につきましては、人件費の減により

５７１万２,０００円減額しております。８款繰越金につきましては、前年度繰越金１,０３２万

９,０００円を増額補正しております。

１０ページ、１１ページをお開き願います。３歳出、３款地域支援事業費は、歳入で述べまし

たように人件費を５７１万２,０００円減額しております。６款諸支出金１項償還金及び還付加

算金につきましては、前年度の国の介護給付費負担金の精算返還金１,４０３万５,０００円を増

額補正しております。

以上で、議案第６７号の説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。

〔保健環境部長（土谷 勝君） 降壇〕
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○議長（鵜瀬 和博君） 原田建設部長。

〔建設部長（原田憲一郎君） 登壇〕

○建設部長（原田憲一郎君） 議案第６８号について御説明いたします。

平成２７年度壱岐市の簡易水道事業特別会補正予算（第２号）は次に定めるところによります。

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４３６万３,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億５,７９２万６,０００円とします。２項

は、記載のとおりでございます。本日の提出です。

８ページをお開きください。２歳入ですが、一般会計繰入金として６４万３,０００円を、

６款諸収入として３７２万円を追加しております。

１０ページをお開きください。３歳出ですが、１款総務費の１目一般管理費に３８万９,０００円、

２目施設管理費に３９７万４,０００円の追加をしております。補正の内容は、異動によります

職員手当などと市道改良工事に伴います配水管の布設がえ工事費などについて増額しております。

続きまして、議案第６９号について御説明いたします。

平成２７年度壱岐市の下水道事業特別会計補正予算（第２号）は次に定めるところによります。

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１８０万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億５,３３０万円とします。２項は、記載のとおりで

ございます。本日の提出です。

８ページをお開きください。２歳入ですが、一般会計繰入金として１８０万円を追加しており

ます。

１０ページをお開きください。３歳出ですが、１款下水道事業費の２目施設管理費で１１０万

円、２款漁業集落排水整備事業費で２目施設管理費に７０万円の追加を補正しております。補正

の内容は、中継ポンプ場などの機器の経年劣化に伴います修繕費用について増額しております。

別添資料２の１６から１７ページに内容を記載しておりますので、御高覧をいただきたいと思

います。

以上で、説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

〔建設部長（原田憲一郎君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） 眞鍋総務部長。

〔総務部長（眞鍋 陽晃君） 登壇〕

○総務部長（眞鍋 陽晃君） 議案第７０号平成２７年度壱岐市三島航路事業特別会計補正予算

（第１号）について御説明を申し上げます。予算書の１ページをお願いします。

平成２７年度の壱岐市の三島航路事業特別会計補正予算（第１号）は次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正でございます。第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１７万
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３,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億３,４０８万４,０００円と

する。２、歳入歳出予算の補正、款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。本日の提出でございます。

８ページ、９ページをお願いいたします。歳入予算補正予算について御説明いたします。歳入

財源といたしましては、一般会計繰入金を１７万３,０００円増額補正をいたしております。

次に、１０ページ、１１ページをお開き願います。歳出予算補正について御説明申し上げます。

１款運航費１項運航管理費１目一般管理費でございますけれども、船員の人件費について

１７万３,０００円の増額補正をしております。増額の理由は、職員の異動等によるものでござ

います。

給与明細書につきましては、１３ページのとおりでございます。

以上で、議案第７０号につきまして説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお

願いいたします。

〔総務部長（眞鍋 陽晃君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） 大久保農林水産部長。

〔農林水産部長（大久保敏範君） 登壇〕

○農林水産部長（大久保敏範君） 議案第７１号平成２７年度壱岐市農業機械銀行特別会計補正予

算（第１号）について御説明申し上げます。

平成２７年度壱岐市農業機械銀行特別会計補正予算（第１号）は次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,８３０万３,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億４,６４９万５,０００円とする。第２項

は、記載のとおりでございます。本日の提出でございます。

２ページ、３ページをお開き願います。第１表歳入歳出予算補正、歳入及び歳出の補正の款項

の区分の補正予算額等については、記載のとおりでございます。

５ページから７ページは、歳入歳出補正予算事項別明細書の総括を記載しております。

８ページ、９ページをお開き願います。まず、歳入について御説明いたします。３款繰入金

１項１目一般会計繰入金を１１５万円ほど減額計上いたしております。４款繰越金１項１目繰越

金に、前年度繰越金として１,９４５万３,０００円を追加計上いたしております。

１０ページ、１１ページをお開き願います。歳出について御説明いたします。１款総務費１項

１目一般管理費に１,０５４万３,０００円を増額計上いたしております。主な内容といたしまし

ては、人事異動等によります人件費の補正、需用費の増額計上をいたしております。あわせて、

２款基金積立金１項１目減価償却基金積立金として７７６万円の追加計上をいたしております。

以上で、議案第７１号についての説明を終わります。御審議のほどよろしくお願い申し上げま



- 38 -

す。

〔農林水産部長（大久保敏範君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） ここで暫時休憩をいたします。再開を１３時ちょうどといたします。

午前11時50分休憩

………………………………………………………………………………

午後１時00分再開

○議長（鵜瀬 和博君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

議案説明を続けます。西原財政課長。

〔財政課長（西原 辰也君） 登壇〕

○財政課長（西原 辰也君） 認定第１号平成２６年度壱岐市一般会計歳入歳出決算認定について

御説明申し上げます。

平成２６年度壱岐市一般会計歳入歳出決算を地方自治法第２３３条第３項の規定により監査委

員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。本日の提出でございます。

平成２６年度各会計決算書一般会計の１ページをお開き願います。平成２６年度壱岐市一般会

計歳入歳出決算書、歳入合計２２５億１,１０４万５,５０３円、歳出合計２１９億４,９７４万

５,３２１円、歳入歳出差引残額５億６,１３０万１８２円となっております。決算内容につきま

しては、２ページ以降に記載をいたしております。

５ページをお開き願います。歳入決算について、収入未済額欄の合計欄、７億３,６３１万

７,７１４円のうち、翌年度への繰越明許費に係る国県支出金及び市債等の未収入特定財源３億

９,６６４万２,４７０円を差し引きますと、実収入未済額は３億３,９６７万５,２４４円となっ

ております。

次に、１０２ページをお開き願います。一般会計の最後のページでございます。実質収支に関

する調書でございます。金額は１,０００円単位で、歳入歳出差引額５億６,１３０万円で、繰越

明許費による翌年度へ繰り越すべき財源が６,８０１万６,０００円でございますので、これを差

し引いた実質収支額は４億９,３２８万４,０００円となっております。

次に、財産に関する調書ですが、各会計決算書つづりの最後に財産に関する調書を記載いたし

ております。財産に関する調書は、平成２７年３月３１日で決算を行っております。１ページか

ら４ページに公有財産、５ページから６ページに物品、７ページに債権及び基金についてそれぞ

れ２６年度中の増減を記載いたしております。

７ページをお開き願います。４基金、一般会計分の決算年度末現在高を記載しております。平

成２７年３月末現在高９２億９,６１４万８,０００円で、前年より３億３,９１９万４,０００円

の増となっております。
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定額運用基金の運用状況は、８ページに記載のとおりでございます。

平成２６年度決算は、特に普通建設事業において平成２５年度までに実施をしたＪＡライスセ

ンター八幡浦地区特定漁港消防庁舎建設関係事業費など大型事業の完了による影響で、対前年度

比が１９億５,３００万円、４１.１％の減となっております。また、２６年度より普通交付税の

段階的縮減が始まり、交付額で３億８００万円の減となり、そのほか２６年度限りの事業として、

長崎がんばらんば国体の実施や基幹系の電算システムの更新、また合併特例債のソフト分発行残

額を活用して合併振興基金へ３億６,５００万円の積み立てを行い、後年度の財源を確保すると

ともに、後年度財政負担の軽減を図るため、繰り上げ償還５億４,８００万円も実施をいたして

おります。

そのほか、平成２６年度決算状況及び主要施策成果については、資料３の各会計決算概要の

５ページ以降に記載のとおりでございます。

以上で、平成２６年度一般会計歳入歳出決算認定について説明を終わります。御審議の上、認

定賜りますようよろしくお願いいたします。

〔財政課長（西原 辰也君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） 土谷保健環境部長。

〔保健環境部長（土谷 勝君） 登壇〕

○保健環境部長（土谷 勝君） 認定第２号から第４号まで一括して御説明させていただきます。

認定第２号平成２６年度壱岐市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算について御説明いたし

ます。

平成２６年度壱岐市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算を地方自治法第２３３条第３項の

規定により、監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。本日の提出でござ

います。

国民健康保険事業特別会計決算書の１ページをお開き願います。国民健康保険事業勘定歳入合

計４９億９,２５８万６,９４５円、歳出合計４７億９,４５９万８,６９８円、歳入歳出差引残額

１億９,７９８万８,２４７円。直営診療施設勘定歳入合計１億１,８４７万１,７０５円、歳出合

計１億１,８３８万２８５円、歳入歳出差引残額９万１,４２０円となっております。

１０ページ、１１ページをお開き願います。歳入歳出決算事項別明細書でございます。歳入に

つきましては、１款１項における国民健康保険税の決算の状況は記載のとおりであり、国保税の

収納率は、現年度分については医療費給付分、後期高齢者支援分、介護納付分を合わせまして

９４.６６％になっております。前年度は９４.５６％であり、比較しますと０.１％のプラスと

なっております。滞納繰越分につきましては、現年度１１.１％、前年度が１２.６３％であり、

０.５３％のマイナスとなっております。滞納の累計額は３億６７０万２,９０７円となっており
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ます。なお、不納欠損処分といたしまして、２１８件、２,５６３万７,７１７円の処分を行って

おります。

１４ページ、１５ページをお開き願います。１０款１項一般会計繰入金として前年度に引き続

きその他繰入金の中で１億１２９万３,３１０円の法定外繰り入れを行っております。

歳出についてでございますが、２０ページ、２１ページをお開き願います。２款１項の１目か

ら４目までの療養給付費、療養費、２項の高額療養費の支出済額の合計は３０億７,６０５万

９,４２１円であります。昨年度より８,５４３万６,２０６円の減額になっております。４項の

出産育児諸費につきましては、４１件の給付件数でございます。

２２ページ、２３ページをお開き願います。葬祭諸費につきましては、６４件の給付件数とな

っております。

２８ページをお開き願います。実質収支に関する調書は、記載のとおりでございます。

３０ページから３５ページにつきましては、直営診療施設勘定の歳入歳出決算事項別明細書で

ございます。公設民営で運営しております勝本、湯本診療所に係るものでございます。

以上で、認定第２号についての説明を終わります。

続きまして、認定第３号平成２６年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて御説明いたします。

平成２６年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算を地方自治法第２３３条第３項

の規定により、監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。本日の提出でご

ざいます。

後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書の１ページをお開き願います。歳入合計３億

８４８万１１３円、歳出合計３億６３８万６,０６３円、歳入歳出差引残額２０９万４,０５０円

となっております。

６ページ、７ページをお開き願います。歳入歳出決算事項別明細書でございます。歳入につき

ましては、１款１項における後期高齢者医療保険料の決算の状況は記載のとおりであり、保険料

の収納率は、現年度分については、特別徴収、普通徴収合わせて９９.７６％になっております。

前年度は９９.７４％であり、比較しますと０.０２％のプラスとなっております。滞納繰越分に

つきましては、２１.３１％の収納率になっております。滞納の累計額は、２５２万７,６２３円

であります。なお、不納欠損処分としまして、１９件、８万７,７００円の処分を行っておりま

す。

１０ページ、１１ページをお開き願います。歳出でございますが、２款広域連合納付金３億

１９５万７,２２１円の内訳につきましては、保険料が１億６,０８６万９,７１７円、保険基盤

安定分１億２,９５３万８,４２５円、共通経費負担分１,１５４万９,０７９円となっております。
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以上で、認定第３号について説明を終わります。

続きまして、認定第４号平成２６年度壱岐市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

御説明いたします。

平成２６年度壱岐市介護保険事業特別会計歳入歳出決算を地方自治法第２３３条第３項の規定

により、監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。本日の提出でございま

す。

介護保険事業特別会計歳入歳出決算書の１ページをお開き願います。介護保険事業勘定でござ

いますが、歳入合計３１億９,４３４万５,７４３円、歳出合計３１億２,９０９万９,２０４円、

歳入歳出差引残額６,５２４万６,５３９円でございます。

続きまして、介護サービス事業勘定でございますが、歳入合計２,４２０万１,２６４円、歳出

合計２,１８９万９,０８８円、歳入歳出差引残額２３０万２,１７６円となっております。

１０ページ、１１ページをお開き願います。歳入歳出決算事項別明細書でございます。歳入に

つきましては、１款１項における介護保険料の決算の状況は記載のとおりであります。保険料の

徴収率は、現年度分につきましては、特別徴収、普通徴収を合わせまして９８.６％になってお

ります。前年度は９８.６６％であり、比較しますと０.０６％のマイナスとなっております。滞

納繰越分につきましては、３.７６％の収納率になっており、滞納の累計額は３,９１４万

１,６０６円であります。

１４ページ、１５ページをお開き願います。歳出でございますが、２款介護給付費の支出済額

は２９億５,１３６万７,５１１円であり、介護認定者がふえた影響もあり、昨年度より

９,３４８万５,９１２円の増額となっております。

２２ページ、２３ページをお開き願います。この介護サービス事業勘定の決算は、地域包括支

援センターの設置による居宅支援サービス計画書作成に係るものでございます。

２４ページ、２５ページをお開き願います。歳出は、１款、２款ともそれに伴う嘱託及び臨時

職員の人件費となっております。

以上で、認定第４号について説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。

〔保健環境部長（土谷 勝君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） 原田建設部長。

〔建設部長（原田憲一郎君） 登壇〕

○建設部長（原田憲一郎君） 認定第５号平成２６年度壱岐市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算

認定について。

平成２６年度壱岐市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算を地方自治法第２３３条第３項の規定

によりまして、監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。本日の提出です。
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決算書の１ページをお願いいたします。歳入歳出決算書でございます。歳入合計７億５,９２５万

７,４５６円、歳出合計７億５,５９７万８,７７２円、歳入歳出差引残額は３２７万８,６８４円

です。

次に、２から３ページをお開き願います。歳入の部でございますが、予算現額の合計が７億

７,５９４万５,０００円に対しまして、収入済額の合計が７億５,９２５万７,４５６円となって

おります。

次に、４から５ページをお開き願います。歳出を記載しております。予算現額の合計が７億

７,５９４万５,０００円に対しまして、支出済額の合計が７億５,５９７万８,７７２円となって

おります。

次に、６から７ページをお開き願います。事項別明細書の歳入の部でございます。ここで、

２款の使用料及び手数料についてでございますが、１目の簡易水道使用料、水道料金ですが、調

定額が４億３,３８３万７,５２０円に対しまして、収入済額が３億９,７２１万７,３３０円とな

っております。その内訳としまして、現年度分調定額が３億９,９８７万６,８７０円に対しまし

て、収入済額が３億９,４５６万１,５２０円、滞納繰越分調定額が３,３９６万６５０円に対し

まして、収入済額が２６５万５,８１０円となっております。収納率で申しますと、現年度分が

９８.６７％となりまして、昨年度より０.６１％減少しております。滞納分については

７.８２％となっておりまして、昨年度より２.２９％減少しております。

次に、１０から１１ページをお開き願います。事項別明細書の歳出の部でございます。１款か

ら４款までを次のページにかけて記載しております。１４ページには、実質収支に関する調書を

記載しております。

続きまして、認定第６号平成２６年度壱岐市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について。

平成２６年度壱岐市下水道事業特別会計歳入歳出決算を地方自治法第２３３条第３項の規定に

よりまして、監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。本日の提出です。

決算書の１ページをお開きください。歳入歳出決算書でございますが、歳入合計４億４,２７７万

４,９６２円、歳出合計４億４,２６２万４,３４６円、歳入歳出差引残額は１５万６１６円とな

っております。

２から３ページをお開き願います。歳入を記載しております。予算現額の合計が５億１,４７９万

５,２８０円に対しまして、収入済額の合計が４億４,２７７万４,９６２円となっております。

次に、４から５ページをお開きください。歳出を記載しております。予算現額が５億１,４７９万

５,２８０円に対しまして、支出済額が４億４,２６２万４,３４６円となっております。

次に、６から７ページをお開き願います。歳入の部でございます。２款の使用料及び手数料で、

１目の下水道使用料としまして、調定額が５,４７６万４,０２０円、収入済額が５,２３４万
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３,２６０円です。その内訳としまして、現年度分調定額が５,２５５万５,７６０円、収入済額

が５,２１０万２,６９０円、滞納繰越分調定額が２２０万８,２６０円に対しまして、収入済額

が２４万５７０円となっております。収納率で申しますと、現年度分が９９.１４％、昨年度よ

り０.４６％減少しております。滞納分は１０.８９％となりまして、昨年度より１.６５％増加

しております。

次に、１０から１１ページをお開き願います。事項別明細書の歳出でございます。１款から

３款までを１５ページまでに記載しております。１６ページには、実質収支に関する調書を記載

しております。

以上で、説明を終わらせていただきます。

〔建設部長（原田憲一郎君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） 堀江市民部長。

〔市民部長（堀江 敬治君） 登壇〕

○市民部長（堀江 敬治君） 認定第７号平成２６年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計歳

入歳出決算認定について御説明申し上げます。

平成２６年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計歳入歳出決算を地方自治法第２３３条第

３項の規定により、監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。本日の提出

でございます。

決算書の１ページをお開き願います。歳入の合計４億５,６６２万７,６９４円、歳出の合計

４億１,２５７万３３０円、差引残額が４,４０５万７,３６４円となり、平成２７年度への繰越

金となります。

次に、６ページから７ページをお開き願います。事項別明細書でございます。まず、歳入の主

なものでございますが、１款介護サービス収入１項１目介護サービス費の３億４,７２０万

２,３０８円ですが、これは施設介護サービス、短期入所者介護サービス、通所介護サービスに

係る長崎県国保連合会からの収入でございます。また、２目利用者負担金収入の５,５９２万

３,７１５円ですが、各サービスの利用者負担金でございます。

次に、８ページから９ページをお開き願います。歳出の主なものでございますが、１款介護

サービス事業費全体で、３億６,０９２万６,５３７円であります。その中で、１項施設介護サー

ビス事業費で３,５０９万１,４６３円の不用額が生じておりますが、これの主な内訳は、１目事

務費の７節賃金１,５８６万７,５４４円で、調理員と介護員等の臨時雇用分の執行残、それと

２目介護費の１１節需用費の９２４万１,４９３円であります。

次に、１０ページから１１ページをお開き願います。２款基金積立金１目財政調整基金積立金

として２,２０７万５,７８６円の基金積み立てを行っております。
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最後に、１２ページをお開き願います。実質収支に関する調書でございます。歳入歳出差し引

きいたしまして、実質収支額は４,４０５万７,０００円でございます。

以上で、認定７号についての御説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。

〔市民部長（堀江 敬治君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） 眞鍋総務部長。

〔総務部長（眞鍋 陽晃君） 登壇〕

○総務部長（眞鍋 陽晃君） 認定第８号平成２６年度壱岐市三島航路事業特別会計歳入歳出決算

認定について御説明を申し上げます。

平成２６年度壱岐市三島航路事業特別会計歳入歳出決算を地方自治法第２３３条第３項の規定

により、監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。本日の提出でございま

す。

決算書の１ページをお開きください。歳入合計でございますが１億２,３９９万６,８００円、

歳出合計は歳入同額でございます。歳入歳出差引残額はゼロでございます。

２ページ、３ページをお開きください。歳入でございますが、予算現額は１億３,０１６万

７,０００円、収入済額は１億２,３９９万６,８００円でございます。

４ページ、５ページをお願いいたします。歳出でございますが、予算現額は１億３,０１６万

７,０００円、支出済額は１億２,３９９万６,８００円でございます。

次に、６ページ、７ページをお願いします。歳入歳出決算の事項別明細書でございます。１款

の使用料及び手数料でございますが、収入済額２,２７７万８,９８７円となっております。平成

２６年度の乗船者数などでございますが、乗客が６万１,１３３人、また車両が８２０台で、平

成２５年度に対しまして、乗客で１,１７９人の減、車両で１０５台の減となっております。減

少の主な理由でございますが、過年度と比較いたしまして、三島における公共事業の完了に伴い

工事車両の輸送分の使用料が減少しております。また、人口の減少についても年々減少しており

まして、フェリーみしまの利用が減少しております。

２款の国庫支出金でございますが、予算現額の５,５１３万７,０００円に対し、収入済額が

５,５６２万６,７７６円となっております。国庫補助金の算定に当たりまして、実質収支差見込

額に効率化係数を乗じ、補助対象経費としてその２分の１が補助される標準的な事業経費等を前

提とした事前算定方式となっております。

３款県支出金でございますが、予算現額１,３１１万３,０００円に対し、収入済額９７７万

１,１２３円で、３３４万１,８７７円の減となっております。県の補助金の算定に当たりまして

は、実質収支差見込額から国の補助金額を控除した２分の１の額となります。

次に、平成２６年度の繰入金でございますが、予算現額３,９８２万７,０００円に対しまして、



- 45 -

収入済額が３,５７２万８,３４５円となっておりまして、４０９万８,６５５円の減となります。

次に、前年度繰越金及び預金利子については該当がございません。

次に、雑入でございますが、予算額１０万５,０００円に対し、収入済額９万１,５６９円でご

ざいます。これは、公衆電話使用料、自動販売機設置料等に係る雑入金収入でございます。

歳出につきましては、８ページから９ページに記載をいたしております。１款運航費１項運航

管理費１目一般管理費１３節の委託料１３７万９,３５９円でありますが、これは主に乗船券等

の販売委託料及び待合所施設管理業務の費用でございます。１款運航費１項運航管理費２目業務

管理費の１１節需用費３,２４５万５,７２０円の内訳で主なものは、燃料費１,５４２万

８,０８０円、修繕料１,６６１万７７４円です。燃料費は、年間約１５万リットルの消費量に対

する費用でございまして、毎月入札をしておるとこでございます。修繕料につきましては、中間

検査費用、ドック費用、機関部の小修繕の費用でございます。

１３節委託料３７２万円は、陸上作業業務委託料、フェリーの綱とりの委託費でございます。

１０ページをお開きください。実質収支に関する調書でございます。歳入歳出いずれも１億

２,３９９万７,０００円となっておりまして、歳入歳出差引額はゼロになります。

以上で、認定第８号平成２６年度壱岐市三島航路事業特別会計歳入歳出決算認定につきまして

説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いをいたします。

〔総務部長（眞鍋 陽晃君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） 大久保農林水産部長。

〔農林水産部長（大久保敏範君） 登壇〕

○農林水産部長（大久保敏範君） 認定第９号平成２６年度壱岐市農業機械銀行特別会計歳入歳出

決算認定について御説明申し上げます。

平成２６年度壱岐市農業機械銀行特別会計歳入歳出決算を地方自治法第２３３条第３項の規定

により、監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。本日の提出でございま

す。

１ページをお開き願います。歳入歳出決算書でございます。歳入合計１億３,８８７万

５,２４７円、歳出合計１億１,９４２万９７８円、歳入歳出差引残額１,９４５万４,２６９円で

ございます。

２ページ、３ページをお願いします。歳入でございますが、予算現額は１億３,６６１万

８,０００円に対しまして、収入済額は１億３,８８７万５,２４７円でございます。

４ページ、５ページをお開き願います。歳出でございますが、予算現額は１億３,６６１万

８,０００円に対しまして、支出済額は１億１,９４２万９７８円でございます。

次に、６ページ、７ページをお開き願います。歳入歳出決算事項別明細書でございます。まず、
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歳入の部でございますが、１款使用料及び手数料１項１目機械使用料でありますが、調定額

７,０６７万２,６５１円に対しまして、収入済額７,０５４万４,６６９円であり、収入未済額

１２万７,９８２円でございます。収入未済額は全て２６年度の３件でありましたが、その後、

訪問徴収により完納になっております。

３款繰入金１項１目一般会計繰入金については、一般会計から７３５万６,０００円の繰り入

れを行っております。４款繰越金については、１,３３０万５,５２９円、２９年度の決算残額を

繰越金として入れております。５款諸収入２項１目雑入３０万７８７円については、労働保険料

の個人負担分２６万４,０８７円、コイン式洗浄機利用料の３万６,７００円でございます。また、

３項１目受託事業収入４,７３６万８,２６２円になっており、歳入合計が１億３,８８７万

５,２４７円でございます。

８ページ、９ページをお開き願います。次に、歳出でございますが、１款総務費１項１目一般

管理費に１億１,６４１万９,９７８円、２款基金積立金１項１目減価償却基金積立金として

３００万１,０００円の積み立てを行っております。支出合計としましては、１億１,９４２万

９７８円でございます。

次に、１０ページをお願いいたします。実質収支に関する調書でありますが、歳入歳出差し引

きいたしまして、実質収支額は１,９４５万４,０００円でございます。

以上で、認定第９号についての説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。

〔農林水産部長（大久保敏範君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） 土谷保健環境部長。

〔保健環境部長（土谷 勝君） 登壇〕

○保健環境部長（土谷 勝君） 認定第１０号平成２６年度壱岐市病院事業会計決算認定につい

て御説明申し上げます。

地方公営企業法第３０条第４項の規定に基づき、平成２６年度壱岐市病院事業会計決算を別紙

監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。本日の提出でございます。

２ページをお開き願います。平成２６年度の壱岐市病院事業会計決算報告書でございます。

（１）収益的収入及び支出について申し上げます。第１款病院事業収益は、予算額合計２９億

４,３３９万２,０００円に対しまして、決算額は３０億６,０３６万２,７２４円で、予算額に比

べまして１億１,６９７万７２４円の増となっております。

下の段の支出について申し上げます。第１款病院事業費用は、予算額合計３０億９,６６５万

２,０００円に対し、決算額は３０億５,６７３万７,１１６円となっております。執行率は

９８.７％でございました。不用額は、３,９９１万４,８８４円となります。差し引き３６２万

５,６０８円の黒字でございます。
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続いて、４ページをお開き願います。（２）資本的収入及び支出について申し上げます。これ

は、投資的事業に係る費用と過去の設備投資に係る企業債の元金償還を含んだ収支でございます。

第１款資本的収入は、予算額４億４３１万８,０００円に対し、決算額は３億６,１１１万円と

なっております。主なものとしまして、第２項出資金１億３９１万７,０００円は、一般会計か

らの繰入金でございます。第４項補助金１,９２９万２,０００円は、研修医宿泊施設建設に係る

長崎県地域医療再生臨時特例基金事業の県補助金でございます。第５項長期借入金８,６５０万

円は、研修医宿泊施設建設及び医療機器購入に係る過疎債分でございます。

下の段の資本的支出について申し上げます。第１款資本的支出、予算額４億９,８５０万

４,０００円に対し、決算額は４億６,７０１万７,７９６円で、執行率は９３.７％でございます。

第１項建設改良費の決算額３億４２４万４８７円は、研修医宿泊施設工事、生化学自動分析装置

など医療機器等の購入でございます。

資本的収入額が資本的支出に不足する額１億５９０万７,７９６円につきましては、当年度分

消費税及び地方消費税、資本的収支調整額２,２５２万１,５３０円と過年度分損益勘定留保資金

８,３３８万６,２６６円で補填いたしております。

次のページをお開き願います。６ページ、固定資産明細書でございます。有形固定資産の年度

末の残高は６６億４,４５６万７,９４９円でございます。建物の当年度増加高１億６,８５１万

７,８０５円の主なものといたしましては、研修医宿泊施設建設によるものでございます。土地、

建物の減少分につきましては、長崎県病院企業団加入に伴い、企業団へ移管しない旧かたばる病

院の公社等の分筆及び解体による減少分でございます。器械備品につきましては、２６年度購入

の医療機器の増及び更新に伴う除却分の減となっております。なお、建設仮勘定の年度末残高

６６５万円につきましては、２７年度に予定しております外来改修工事の設計に係る分でござい

ます。

また、（２）の無形固定資産の２０万１,９００円につきましては、賃貸マンションの敷金で

ございます。

８ページ、９ページをお開き願います。企業債明細書でございます。未償還の合計の残高は、

３１億４,４３１万７,０６４円となっております。

次のページをお開き願います。１０ページから１７ページまで、収益費用明細書でございます。

それぞれの施設の収益、費用を掲載いたしております。

１８ページをお開き願います。平成２６年度壱岐市病院事業会計キャッシュフロー計算書でご

ざいます。１、業務活動によるキャッシュフローから３、財務活動によるキャッシュフローまで

の資金増加額でございますが、下から３行目、１億７,９２５万９,１００円となっており、資金

期末残高は７億６,００１万７,２７２円となっております。
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次に、１９ページの平成２６年度の壱岐市病院事業会計損益計算書でございますが、１、医業

収益の合計は２２億６,５３３万７９５円でございます。

２、医業費用は、（１）の給与費から（６）の研究研修費までの合計が２７億３,５５６万

１,９３０円で、差引医業損失は４億７,０２３万１,１３５円となっております。

３、医業外収益は５億６０万４,１０２円でございます。

４、医業外費用は１億２,５９８万３,８２７円でございます。この結果、当年度の経常損失は

９,５６１万８６０円となっております。

５、特別利益は２億８,５３７万３,２８５円でございますが、主なものとして、これまで一般

会計で借り入れ、病院事業へ繰り出し、償還費用を病院から一般会計へ支払っておりました過疎

債分の一般会計借入金２億７,５６１万４,４４９円につきまして、病院事業会計からの償還を免

除する債務免除の特別利益を計上しております。

６、特別損失は１億８,６１３万６,８１７円でございますが、主なものとして２６年度から公

営企業新会計制度に移行したことに伴い、賞与及び退職給付費などの引当金に係るその他特別損

失が１億６,６７４万５,３９９円となっております。したがいまして、当年度の純利益は

３６２万５,６０８円となっております。

下から３段目、前年度繰越欠損金は、２６年９月会議におきまして資本剰余金の処分及び自己

資本金の減少の議決をいただき、２億４,０１５万４５４円になっております。

次のその他未処分利益剰余金変動額は、公営企業新会計制度移行により発生した利益剰余金で

ございます。これにより、当年度未処分利益剰余金は３６２万５,６０８円となり、２７年４月

１日の長崎県病院企業団加入時点では繰越欠損金は発生しておりません。

次のページをお開き願います。２０ページから２２ページにかけまして、２６年度の貸借対照

表でございます。病院の財務状況を示すものでございますが、２０ページが資産の部の固定資産

と流動資産となっており、２１ページが負債の部、２２ページが資本の部となっております。資

産合計と負債、資本合計はそれぞれ４４億１,５２３万３,４５７円となっております。

２４ページ、２５ページをお開き願います。剰余金計算書でございます。資本金の３行目に、

先ほど損益計算書の説明で申し上げました議会の議決による処分額が１９億４,７２７万

２,３０７円となっております。また、下から３行目につきましては、公営企業会計新会計制度

移行に伴う資本金及び剰余金の振替の当年度変動額となっております。当年度末残高の利益剰余

金は、損益計算書のところで御説明いたしましたとおり３６２万５,６０８円となっております。

次のページをお開き願います。２６ページは、２６年度の剰余金処分計算書でございます。

次の２７ページは、病院事業会計の注記を記載しております。

２８ページをお開き願います。事業報告書でございます。診療体制につきましては、常勤医師
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は１名の減の１３名体制でございました。

２９ページの業務の状況でございますが、外科の常勤医師２名が退職したことに伴い、２６年

度は常勤の外科医師が不在という状況であったため患者数の減となっており、これが経営に大き

く影響しております。

（５）施設整備事業等につきましては、２６年度に医師確保対策として研修医宿泊施設を建設

し、２７年度の電子カルテ導入に向けネットワークの整備等を行い、さらなる医療の質の向上を

図っております。

３１ページをお開き願います。職員に関する事項を記載しております。３２ページから

４４ページにかけましては、２６年度の業務内容について記載しておりますので、お目を通して

いただきたいと思います。

以上で、認定第１０号について説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。

〔保健環境部長（土谷 勝君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） 原田建設部長。

〔建設部長（原田憲一郎君） 登壇〕

○建設部長（原田憲一郎君） 認定第１１号平成２６年度壱岐市水道事業会計決算認定について御

説明申し上げます。

地方公営企業法第３０条第４項の規定に基づき、平成２６年度壱岐市水道事業会計決算を別紙

監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。本日の提出です。

決算報告書の２から３ページをお開き願います。収益的収入及び支出についてですが、第１款

の水道事業収益としまして、予算額が１億８,２１９万３,０００円、決算額は１億８,４１２万

１,１４６円となっております。

次に、支出ですが、第１款の水道事業費用の予算額が２億３,５６８万４,０００円、決算額が

２億２,６５２万６,３４５円となっております。

４から５ページをお開き願います。資本的収入及び支出でございます。第１款の資本的収入と

しまして、予算額２７４万５,０００円に対しまして、決算額が２３０万１,５０２円となってお

ります。これには、道路改良工事などによります工事負担金を収入として計上しております。

次に、資本的支出としまして、予算額１億４,２８０万８０円に対しまして、決算額が１億

１,６２２万７,７５１円、不用額が２,６５７万２,３２９円となっております。これは、建設工

事などの入札執行残でございます。

続きまして、６ページをお開き願います。損益計算書です。営業収益が１億４,４７３万

９,６９１円、営業費用が１億９,０１１万３,７０１円、営業損失が４,５３７万４,０１０円、

営業外収益が２,７４６万８,７６６円、営業外費用が５６８万６９７円、営業利益は２,３５８万
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５,９４１円のマイナスとなっております。当年度純損失は、４,９８８万８,５７６円となりま

したので、この処分としてその他未処分利益剰余金変動額を充てましたので、当年度未処分利益

剰余金は４,８７７万５,９０２円でございます。これは、施設の更新により減価費、減価償却資

産減耗費などの増加によるものでございます。

８から９ページは剰余金計算書、１０ページには剰余金処分計算書、１２から１３ページには

貸借対照表、１５ページからは事業報告書などを記載しております。

水道料金の収納率は、現年度分が９６.４９％となりまして、前年度より０.５１％減少してお

ります。また、滞納分については１０.５２％で、前年度より０.５７％減少しております。これ

によりまして、引き続き徴収対策の強化を進めてまいりたいと考えております。

以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

〔建設部長（原田憲一郎君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） これで、市長提出議案の説明が終わりましたので、監査委員より財政健

全化判断比率及び資金不足比率審査と決算審査の報告を求めます。吉田代表監査委員。

〔代表監査委員（吉田 泰夫君） 登壇〕

○代表監査委員（吉田 泰夫君） それでは、審査報告をいたします。

平成２６年度壱岐市一般会計、特別会計決算、基金運用状況、公営企業会計決算並びに財政健

全化判断比率及び資金不足比率について、決算書類に基づき、監査委員全員の出席を得まして審

査を行いましたので、その内容を御報告申し上げます。

なお、決算概要等については各意見書に記載、また意見書の数値については決算書類に基づき

記載をいたしておりますので、お目通しをください。

最初に、壱岐市各会計歳入歳出決算書及び基金運用状況審査意見書の５４ページをお開きを願

いたいと思います。

第５の審査意見でございます。審査に付されました各会計歳入歳出決算事項別明細書、実質収

支に関する調書、財産に関する調書及び基金運用状況調書は、法令等に準拠して作成されており、

決算計数は関係諸帳簿及び証拠書類と照合の結果、適正に処理されているものと認められます。

なお、次のとおり事務等の執行について一部不適切な処理等が見受けられましたので、改善整

理に努めていただきたいと思います。

１つ、離島輸送コスト支援事業に係る交付金が未払いとなっておりますので、正規の手続をと

り適切な支出を行っていただきたいと思います。

２、内部統制の有効な運用がされてないため、調定の大幅なおくれ、残高不足による光熱水費

等の未済、年度間相違などの不適切な処理が見受けられております。事故、事件を含め、管理者、

担当者間の牽制機能を十分に働かせ、未然に防止できるよう改善整備をお願いを申し上げます。
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３、未収金につきましては、収入未済額７億２,６９２万円となっております。回収整理に努

めて債権の健全化を図っていただきたいと思います。内訳につきましては、下の表のとおりでご

ざいます。

４、財産に関する調書で、（２）の債権の中の災害援護資金貸付金２件、高等学校奨学資金貸

付金２件は、長期固定化となっておりますので、早目の回収をお願いをいたします。

５、基金運用状況調書の中で、災害資金貸付基金、奨学資金運用基金について、償還金の滞納

が発生しておりますので、回収整理に努めていただきたいと思います。

６、簡易水道事業につきましては、平成２９年度に公営企業会計基準の適用が決まっておりま

すので、特に財産勘定、施設等につきましては正確な把握をいただいて、資産台帳等の整備を早

目に取り組んでいただきたいと思います。

７、財政状況につきましては、次の表のとおりとなっておりますが、地方税交付金も今後減少

傾向と思われますので、財源の確保等に努力をいただきたいと思います。

まず、１番目にその表を載せておりますが、財政力指数でございますが、２６年度は０.２２１と

いうようなふうになっておりますが、これは２５年度でございますけども、類似団体では

０.４１という状況でございます。

（２）の経常収支比率でございますが、市町村におきましては、この比率は７５％程度を目標

に置かれておるようでございますけども、本市におきましては８４.４％でありますが、類似団

体からしますと４％程度減というような内容でございます。

以上が、一般会計等に対します決算書の意見書でございます。

次は、２６年度壱岐市公営企業会計決算審査意見書の３ページをお開き願いたいと思います。

病院事業会計でございます。

先ほど担当のほうからも御報告ありましたように、本年度より企業会計原則の一般の企業会計

原則というような内容の形にだいぶ会計処理が変更されたため内容が変わっておりますので、そ

の辺のところは先ほどの説明で省略をさせていただきます。

第４の審査意見でございます。審査に付された決算報告書、財務諸表は、法令及び平成２６年

度決算により適用の改正公営企業会計基準原則に従って適正に処理されているものと認められま

す。

２に、本年度決算から公営企業会計基準の見直しによる償却資産のみなし償却の廃止、あるい

は退職給付債務会計導入に伴う諸引当金などの計上など会計処理の変更により、当期未処分剰余

金が大きく変動をいたす内容となっております。これは、一時的なものであり、今後は安定した

医業収益の確保と経営戦略を立て、健全な運営に努め、壱岐の基幹病院としての役割機能を担っ

ていただきたいというふうに思っております。
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３の個人未収金につきましては、１,１０１件で、３,６２３万６,０００円となっております。

回収努力に努めていただきたいと思います。

以上、市民病院の意見書の内容でございます。

次は、水道事業会計決算意見書の１３ページをお開きを願いたいと思います。

第４の審査意見でございます。

１、審査に付された決算報告書、財務諸表は、法令及び２６年度決算より適用の改正公営企業

会計基準の原則に従って適正に処理されているものと認められます。

２、本年度会計から公営企業会計基準の見直し適用が始まり、償却資産のみなし償却の廃止な

ど会計処理の変更に伴い当期剰余金となっておりますが、経営状況を見てみますと、有水率の

７０％台が最近の推移でございます。また、給水収益の減少も見受けられております。また、

２９年度には先ほど申しますように簡易水道の公営会計基準の適用が決まっておりますので、償

却引当、諸引当などの経費計上など運営環境が一段と厳しくなってくるものと思われますので、

需要と供給のバランスを見通した経営政策を立て、安定した運営に取り組んでいただきたいとい

うふうに思っております。

３の水道料金の未収金でございますが、１,００６件、４,２２０万７,０００円発生をいたし

ております。回収努力に努めていただきたいと思います。

以上が、公営企業会計の審査意見書でございます。

最後に、壱岐市財政健全化判断比率及び収支資金不足比率意見書の２ページでございますけど

も、先ほど御報告のとおり、本比率につきましては適正に作成されておりますし、その内容につ

きましても早期健全化の判断比率に違反する事項はありません。また、資金不足につきましても、

各５会計につきましても発生しておりませんので、健全な財政状態の内容でございます。

以上で、審査の報告を終わります。

〔代表監査委員（吉田 泰夫君） 降壇〕

────────────・────・────────────

日程第３４．陳情第２号～日程第３５．要望第４号

○議長（鵜瀬 和博君） 日程第３４、陳情第２号外国人の扶養控除制度の見直しを求める意見書

の採択を求める陳情及び日程第３５、要望第４号長崎県リプレイス事業支援の早期適用により、

福岡・壱岐・対馬航路における、生活物資・医療器材等の安定輸送と運賃低減化にご支援・ご協

力を求める要望の２件を議題といたします。

ただいま上程しました陳情第２号及び要望第４号につきましては、お手元に写しを配付いたし

ておりますので、説明にかえさしていただきます。

────────────・────・────────────
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○議長（鵜瀬 和博君） 以上で、本日の日程は終了いたしました。

次の本会議は、９月９日水曜日午前１０時から開きます。

本日はこれで散会いたします。お疲れさまでした。

午後２時03分散会

──────────────────────────────


